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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２０年３月１４日（金）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　２時１３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 嶋野浩一朗  委　　員 森西　正

委　　員 川口純子  委　　員 川端福江  委　　員 森内一蔵

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　羽原　修 同部理事　平岡利彦

同部次長兼総務課長　馬場　博　　　同部参事兼学校教育課長　大路　守

総務課参事　岩見賢一郎 学務課長　北野人士 学校教育課参事　前馬晋策

同課指導主事　若狭孝太郎 同課指導主事　筒井　豊 人権教育室長　平松直樹

教育研究所長　山本　泉 同所指導主事　奥野宏一

生涯学習部長　奥田秋広 同部次長兼生涯学習スポーツ課長　中岡曰生

同課参事　田川昭義 同課参事　小林寿弘　 青少年課長　池上　彰

市民図書館長　高田繁夫 同館参事　石田一男

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　杉本　徹

１．審査案件（審査順）

　議案第　１号　平成２０年度摂津市一般会計予算所管分

　議案第１０号　平成１９年度摂津市一般会計補正予算所管分

　議案第２３号　摂津市立スポーツセンター条例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○柴田委員長　ただいまから文教常任委

員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、川端委

員を指名します。

　先日に引き続き、議案第１号所管分及

び議案第１０号所管分の審査を行います。

　質疑を続けます。

　森西委員。

○森西委員　監査委員ですので、数字的

な部分に関しましては控えさせていただ

きたいというふうに思います。総論とい

いますか、総体的な基本的な考えを教育

委員会の方からお聞きをしたいというふ

うに思います。

　それでは、予算概要に沿って進めさせ

ていただきたいと思いますが、１０８ペー

ジで新入学用品の支給事業、報償金で新

入学の児童の保護者に対する負担軽減と

いうことで、これはランドセルというこ

となんですけれどもね。

　最近、児童を見ますと、１年生のとき

には、このランドセル背負って学校に通っ

ている姿を見るんですけれども、２年、

３年、学年が高学年になるにつれて、ラ

ンドセルが古くなって、使えなくなって、

ランドセルを使用できなくなるという部

分はわかるんですけれども、早ければ２

年から、このランドセルを背負わない児

童が多くいると。ほかの子どもさんがラ

ンドセルから、自分でかばんを購入して、

ランドセル以外のかばんを背負うとか、

肩から掛けるとか、手に持つとかという

ときに、それを見て、ランドセルをやめ

て、みんな新しいかばんを買うというよ

うな流れになってるように思えるんです。

　人間基礎教育で、節約という部分で、

物を大切にするというようなことを摂津

市としては取り組んでいるわけですから、

この部分ですね、物を大切にするという

観点から、そのような行為・行動を、ど

のような指導をとっておられるのか。ま

た、取り組みをどのようにされているの

か。流行に飛びついて、かばんを変える

というような行動について、どのように

教育委員会としては考えているのか、基

本的な考えをお聞かせいただけますでしょ

うか。

　続いて、１１１ページの進路保障対策

事業ですけれども、これは、いわゆる進

保協、摂津市進路保障協議会で協議をさ

れて、中学生がどこの高校に行くとかと

いうようなことで協議をする場、事業な

んですけれども、その後、高校に行って、

その生徒が、将来どのような高校へ行っ

て学校をやめたかとか、やめてないとか。

今、現実には、恐らく学校をやめられた、

高校を退学された子どもさんに対して、

どのような対応をしておられるのか。本

当にその子どもさんに対して進路がよかっ

たのか、正しい選択をさせてあげれたの

かというような、そういうふうな部分と

いうのは協議をされているのか、また、

把握をされているのか、お聞かせいただ

けますでしょうか。

　続いて、１１２ページの学校体育振興

事業ですが、先日の委員会でも、他の委

員が質問をされておられました。その部

分にかぶる部分はあるんですけれども、

森内委員が野球の具体的な例を挙げてお

られましたけれども、「私も小学校のと

きにソフトとか野球をしてた」と。で、

「中学校になったら野球部がない」と。

将来ですね、例えば高校野球、甲子園に

出れるような能力があるとか、プロに行

けるような素質があるというような子ど

もさんが中学校に行ったときには、野球

部がないと。これは野球に例えてなんで

すけど、ほかのクラブ活動でもそうだと

思います。その素質・能力があるのに、
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中学校に行ったときに自分がしたいクラ

ブがないというようなことで、その子の

将来を、そこで途絶えさせてしまうとい

うことがないのか、その点に関して、教

育委員会としてはどのように考えておら

れるのか、お聞かせいただけますか。

　続いて、同じく１１２ページの学力定

着度調査事業ですけれども、これも先日

の委員会でも質問がありましたけれども、

この部分で、２月ですかね、教育フォー

ラムがありましたけれども、そこに私も

出席をさせていただいて、志水先生が、

就学前に学ぶ習慣を身につけさせなけれ

ばならないということをおっしゃってま

した。私も、その場で質問をさせていた

だいたんですけれども、私も就学前に学

ぶ習慣を身につけさせなければならない

というふうに思います。そのことが学力

を上げる基本なのかなというふうに思っ

ておりまして、その就学前に学ぶ習慣を、

どのように今、現状としてはつけさせて

おるのか、見解をお聞かせいただきたい

と思います。

　続いて、あわせて学力定着度調査とい

う部分、学力という部分はありますけれ

ども、以前に私も質問をさせていただい

て、体力の調査ですね。以前に質問させ

ていただいた後に、その調査というのは

どのようになっているのかですね。その

ときにも質問させていただいたんですが、

２０年か３０年前、ちょっとこれは忘れ

ましたけれども、今の中学３年生の持久

走のタイムが、２０年、３０年前の小学

校の６年生のタイムより劣っているとい

うような新聞記事がありまして、その記

事を見て質問もさせていただいたんです

けれども、学力調査もそうですけれども、

この体力調査というのは、まず、その体

力の現状把握を、どの程度の把握なのか

という部分をしていかなければならない

というふうには思うんですけれども、教

育委員会の見解をお聞かせいただきたい

というふうに思います。

○柴田委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　まず、１０８ペー

ジの新入学の用品支給事業の中で、ラン

ドセルの使用状況ということでございま

すが、このランドセルにつきましては、

委員もおっしゃってますように、小学校

１年生に入学前に、市として、子どもた

ち、その保護者も含めて入学をお祝いす

るということで、報償費でランドセルを

選定してお渡ししております。

　いつも私どもの職員が学校に出向きま

してお渡しするときに、本当にお母さん、

子どもが笑顔で受け取っていただけると

いうことで、摂津市では、このランドセ

ルが、もう定着してきていると私どもは

思っております。いつも新聞にも大きく

取り上げていただいて、そういう話題に

もなっている形でございます。

　このランドセルにつきまして、やはり

１年、２年、３年と学年が上がるに従っ

て、ランドセルから、ショルダーバッグ

であるとか、そういった形に切りかわっ

ていってるいうことは、存じております。

　ランドセルそのものが、いわゆる一般

で売られてる皮革製の丈夫な物ではなく

て、ある意味、簡易的なデイバッグ的な

物でございますので、やはり耐用年数と

すれば２年ないし３年で終わってしまう

のかなと思います。ただ、大事に使って

いただいてる方は、中学年、高学年まで

使っていただいてる方もおられます。

　おっしゃっていますように、物を大事

にするいうことは非常に大事なことだと

思いますので、このランドセルにかかわ

らず、家庭教育の中で、また学校教育の

中で、物を大切にするということを、ぜ

ひ教育をしていければというふうに、私
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どもといたしましては、そのように考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○柴田委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、学校

教育課にかかわります内容、多岐にわたっ

ておりますけれども、ご答弁させていた

だきます。

　まず、ランドセルの使用の件について、

馬場次長の方からも支給するときのこと

についてお話しいただきましたが、その

後は、基本的には学校の方は、いわゆる

物を大切にすることは道徳教育の一つの

項目の中の重要な柱でございますので、

低学年含めて、これはランドセルのみな

らず、他の物についても、やはりその使

用の問題というのは、子どもたちの中で

なかなか定着しにくい項目でもございま

すので、指導を日常の中でも図っておる

ところでございます。

　また、先ほどのご質問にありましたよ

うに、例えばランドセルを新しく違う物

に買いかえるというようなことにつきま

しては、やはり家庭、保護者の方の考え

方が非常に強く反映する問題でもござい

ますので、この点につきましては、単に

物を大切にするという項目だけではなく、

摂津市が取り組んでおります人間基礎教

育という形で言えば、地域、保護者挙げ

て、そういった道徳的な内容について一

緒になって考えるというような場が必要

でもありますし、学校としては、そうい

う場をいろんな形で持っていくよう努力

をしておるところでございます。

　続きまして、進路の問題でございます。

高校卒業後の、特にケアの問題でござい

ますが、先ほどの、事業の中では進路保

障協議会という形では、小・中学校、特

に中学校の進路問題を主に担う機関でご

ざいますので、高校卒業後、ないし高校

を退学等をした生徒についての対応とい

うのは、なかなか難しいところがござい

ます。

　摂津市内におきましての摂津高校、ま

たこれは廃校となりますが鳥飼高校等に

ついては、中・高の連携連絡会という形

で、その子どもたちの情報については可

能な限り把握をし、ともに考えていくと

いう形になっております。全般的なその

内容については、この進路保障対策事業

という形では十分にちょっと対応ができ

ていないところもあるように考えており

ます。

　しかし、研究所の方の進路選択支援事

業という新しい事業の中では、特に進路

の相談という形では、これは義務教育だ

けではなくて、高校生、また高校卒業後

も含めて、教育相談としての進路相談に

は応じる事業も展開をしておりますので、

そういったことの活用もお願いできれば

と考えておるところでございます。

　続きまして、３点目に学校体育振興事

業の部活動の問題でございます。

　この点につきましては、現実にはなか

なか子どもたちのニーズと、その部活動

の形が合わないので、委員ご指摘のよう

な形で、すべての子どもたちが自分の願

うクラブという形にはならないのが現実

でもございますし、可能な限りそういっ

たことについて対応できるよう、前回の

文教の委員会でもお答えしましたように、

職員の配置、部活動の内容については、

可能な限り充実を考えていきたいという

ふうに考えておるところでございます。

　続きまして、４点目の学力定着度調査

を含めてのフォーラムでの就学前の子ど

もたちへの教育についての内容でござい

ますが、これは、新しい事業といたしま

しては、学習サポーターの派遣事業の中

で、小学校に入ってきた段階では、そう
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いった家庭教育、家庭学習のあり方も含

めて、学習サポーターの配置、宿題の取

り組みということで、子どもたちの学力

を、家庭、自学自習という観点からも支

えていくという取り組みは実施をしてお

りますが、就学前という形になりますと、

基本的は教育委員会だけではなく、摂津

市の、いわゆる子育てという形での非常

に重要な課題であろうかというふうに考

えております。

　特に、学力の問題では、その保護者の

子どもへの成長への関心とか、それから

家庭学習の習慣づけ、それから基本的な

生活習慣ですね、このようなものが当然

ベースになりますので、そのことについ

ては子育てを含めて、もちろん教育委員

会、また福祉等も含めた中で、保護者の

方に子育てに一緒になって取り組むとい

いますか、そういった学習の基盤になる

ものを育てていっていただくように取り

組みを進めておるところでございます。

　続きまして、体力調査の件でございま

す。

　この件につきましては、前回のときに

もお答えをさせていただいたと思ってお

りますが、この調査につきましては、現

在、小学校、中学校では抽出という方法

で、毎年、各学校からの大阪府の方が児

童・生徒体力運動能力調査を行い、大阪

府のそういった子どもたちの体力の内容

が報告書として提示をされております。

　教育委員会の方は、その内容を踏まえ

て、各学校の体育、ないし体力づくり等

についてカリキュラムの中に反映ができ

るよう、やはり基本的な体力をどうつくっ

ていくかということも極めて重要な課題

でございますので、学校の教育課程の中

に生かしていくよう指導しておるところ

でございます。

　特に、中学校につきましては、先ほど

の抽出校以外につきましても、保健体育

科の教諭の方で、１９年度におきまして

は二つの中学校で、その抽出校以外のと

ころでも体力の調査をされているという

ふうにお聞きをしておるところでござい

ます。

○柴田委員長　それでは、森西委員。

○森西委員　今ご答弁をいただいたんで

すけれども、まず、全体的に思えるのは、

就学前の習慣をどのように身につけさせ

るかという部分に当たると思うんです。

新入学の用品のランドセルのことでも、

物を大切にするという部分は、やはり就

学前から身につけさせなければならない

ということもありますし、学校に入れば

義務教育でということもありますし、家

庭教育というようなこともありますし、

教育という部分に関しては、どこからど

こまでというような線引きというのが難

しいところであります。就学前、そして、

義務教育があって、義務教育を出てから

一生、生涯学習という部分になりますの

で、その生涯の中で、どのように教育と

いいますか、学ぶ機会をつくれるかだと

いうふうには思うんです。

　進路保障の対策事業に関しましては、

高校になって義務教育を過ぎますと、教

育研究所で進路選択支援事業という事業

があるというお答えであるんですけれど

もね、まず、子どもさんから教育研究所

の方に連絡をいただいて、それに対して

指導をするというようなことが現状であ

りますよね。実際に、この世の中で、高

校を中退をして、そういう相談に何％の

方が来られてるのか。これ、なかなか難

しいとは思うんですけれども、教育委員

会がいかに、そういう子どもさんを現状

把握できるかだと思うんです。

　義務教育の間は把握はできるというこ

とであったとしても、その義務教育を過
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ぎて、その子どもさんがですね、将来、

生きていく上で、何らかの助けなり、指

導なり、助言なりをしてあげなければな

らないというふうには思うんですけれど

も、その部分の把握という意味ですよね、

把握に対して教育委員会がどこまででき

るのか。義務教育の部分はやりますよと、

義務教育を出たら、「あとは本人さんの

力で勝手にやってください」というよう

な考えであるのか、「いや違うんや」と、

「その部分も摂津の教育委員会は携わっ

ていくんだ」というような考えであるの

かですね、ちょっと難しいとは思うんで

すけれども、教育委員会の基本的な考え

を、どのような考えなのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

　クラブ活動の件なんですけれども、今

の現状では難しいということですけれど

も、そらまあいろいろな、顧問の先生と

か、予算とか、いろいろな形では難しい

のはわかります。ただ、その子どもさん

本人の気持ちになりますとね、ほんなら

教育委員会の方で、「こういうふうなこ

とやからできませんねん」ということで

は、やっぱし納得いかない部分もありま

すし、将来それによって、可能性のある

子どもの将来を摘んでしまうということ

になるわけですよね。

　将来、可能性のある部分に関しては、

やっぱり１００％それを発揮できるよう

な形を何とかしてつくってあげるべきで

あろうと思うんです。

　全中学校に全部のクラブ活動を置けと

いうのは、これはなかなか難しいことで

すけれども、摂津の中学生が、何らかの

形で自分のやりたいクラブを、どこかで

ですね、中学校のどこかで活動ができる

というような形をとれないものかですね、

その点、お聞かせいただけますでしょう

か。

　それと、学力の定着度調査に対しての、

就学前に学ぶ習慣をということですけれ

ども、フォーラムで私も質問させていた

だいたときには、教育委員会の部分と、

摂津で言いますと福祉の部分とがありま

して、教育委員会が子育ての部分、福祉

の部分に関してまで口を挟むことができ

るのかというようなことで志水先生に質

問させていただいて、志水先生は、これ

からの課題ですけれども、認定こども園

というような形もあるというようなお答

えをいただいたんです。恐らく、あそこ

の場なんで、具体的にどうかというよう

な答えは出せれないから、そのような

「認定こども園も今後の課題です」とい

うようなことでのお答えであったんだと

思います。

　教育委員会として、就学前の子どもさ

んに学ぶ習慣を身につけさせるためには、

今ほとんどの方が公立の幼稚園、公立の

保育所、私立の幼稚園、私立の保育園に

通ってるわけですよね。そうしますと、

その施設を通じて、やっぱり学ぶ習慣と

か、人間基礎教育、道徳教育を身につけ

させるというような方向に行かないとい

けないというふうに思うんです。その点

を、教育委員会としては、今後その就学

前の子どもにですね、そういうふうな部

分を身につけさせるという方向がとれる

ものなのか。障害はいろいろあろうとは

思いますけれども、実際、皆さん生きて

るわけで、時間が刻々と進んでるわけで、

今教えないと、子どもっていうのは身に

つけることができないというふうに思う

んですけれども、それをやはり早急に考

えなければならないと思いますけれども、

その点、教育委員会としては、どのよう

にお考えですか。

　あわせて、体力測定という部分では、

これもそうですけれども、やはり体力の
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把握を、まずしなければならないという

ふうには思います。

　就学前の子どもさんに、やはり運動さ

せる、遊ばせる、そういうふうな部分が

あって、やはり将来大きくなったときに

体力がつく、つかないという差は生じて

くると思いますので、そのことに関して

も、就学前、そして今、市として体力調

査をしてないという部分ですね、今度ど

のように考えていくつもりなのか、お聞

かせいただけますでしょうか。

○柴田委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　進路選択の問題

につきましては、後で教育研究所の方か

らも相談件数についてはお答えをさせて

いただこうと思いますが、基本的には、

この事業そのものがまだ始めて間もなく、

できるだけ広報活動等を行おうと。パン

フレットも作って、今回も中学３年生の

生徒にすべて渡すことによって、何かそ

ういった、今後を含めての中で相談があ

ればという形で「研究所の方に相談の窓

口がある」ということについて徹底をし

ておるところでございます。

　それから、教育委員会の方の、いわゆ

る高等教育、高校等を含めての形になり

ますと、基本的には、私どもの課は義務

教育の所管でもございますので、それ以

降については、例えば先ほども申しまし

たけれども、高校との連携、大阪府教育

委員会と府立学校についてのいろいろな

情報もいただきながら、進路のあり方に

ついては共通な認識のもと、また、課題

があれば義務教育の段階で、どういうこ

とを解決すべきかについては、府の教育

委員会とともども、そういった場面でもっ

て相談、また協議をする形になっておる

ところでございます。

　続きまして、部活動のことでございま

すが、やはり学校教育の、特に中学校が

すべてその子どもたちのいろんなニーズ

にこたえるということは現時点ではでき

ておりませんし、また、今後も含めて、

子どものそういったニーズにはさまざま

な体育活動といいますか、運動活動、ス

ポーツクラブ等の中で、子どもが選択を

する形というのが現実的なことになって

いるのではないか。例えば、サッカー等

で、そういった地域のクラブがあれば、

そちらの方に中学生が参加されたり。野

球等もそうなっておりますので、すべて

が学校の部活動の中で、そういった要求

といいますか、には応えきれないという

形が、これが現実であろうかというふう

に考えておるところでございます。

　続きまして、就学前のこととしての、

一つは、いわゆる道徳的な内容の指導、

それから学力形成における、それ以前の

学習習慣等の位置づけなり生活規律の問

題につきましては、摂津市の中では私ど

もの課の方も、そういった福祉との間の

中で、子育てを支援するときのさまざま

な事業を共通な認識をして、子育ての計

画の中にそれぞれの課が、例えば、読書

の問題で言いますと、私どもは、今回か

ら各小・中学校に読書サポーターを配置

しますが、福祉の方では既にブックスター

トということで、保護者の方に本を読む

習慣をつけてもらいたいという、そういっ

た総合的な中で、学校教育の方も福祉の

そういう取り組みも十分認識をしながら、

今後も進めてまいりたいというふうに考

えておるところでございます。

　幼稚園教育につきましては、これは私

どもの管轄でございますので、就学前と

いうことで言いましたら、先ほどの道徳

的な要素については、当然、幼稚園の方

でも指導をする項目でもございますし、

これは恐らく保育所の方でも、そういう

保育所の指針の中で、子どもたちのそう
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いった心情といいますか、育てることも

重要な課題でございますから、それぞれ

の機関ではそういうことを取り組みなが

ら、学校と同様に、やはり保護者の方と

同じになって、一緒になってそういった

面は指導をしていかないと、学校だけが

一方的に、園だけが一方的にということ

ではなくて、総合の協力のもとで子育て

を一緒になって進めていくというベース

が、どうしても必要であろうかというふ

うに思っております。

　続きまして、体力測定の問題では、市

といたしまして、すべての学校で、この

体力測定を実施するということではなく、

やはり大阪府の抽出という形で、これで

恐らく十分に、今の子どもたちの現状は

これまでも把握できましたし、今後とも

把握ができますので、先ほども申しまし

たが、この結果が毎年報告をされており

ますので、それに基づいて、やはり現在

の子どもたちの体力状況を十分把握しな

がら、主に体育の授業等で基礎的な、小

学校であれば体力をどうつけていくのか、

それを小学校１年生の段階から、やはり

子どもたちが楽しく体を動かすことによっ

て、非常にマイナスになっておる現状の

体力の改善につなげていくような学校と

しての指導を行っておるところでござい

ます。

○柴田委員長　山本所長。

○山本教育研究所長　研究所で担当して

おります進路選択支援事業の相談でござ

いますけれども、母数がちょっと把握で

きませんので、相談件数で申し上げます

と、１８年度の来所相談が１１件、電話

相談が１５件でございます。１９年度の

２月末現在で言いますと、電話相談が２

５件、来所相談が１２件でございました。

　今後も周知の方を工夫することで、十

分にこの制度を利用していただきたいと

考えておりますので、よろしくお願いい

たします。

○柴田委員長　森西委員。

○森西委員　今、ご回答いただいたんで

すけれども、やはり多くの人から聞いて

たり私が見てる中で、この部分というの

がやはりできてないなというような部分

であります。体力、実際に、何年か前の

子どもと比べて今の子どもというのは体

力が落ちていると。調査をしたから、そ

したら体力が回復するのか、よくなるの

かという問題じゃないと思うんです。そ

れを、いかにして体力を低下をさせない

といいますか、体力を持つ子どもを育て

るのかという、そこだと思うんです。

　学力の定着度の調査をしても、調査を

したからという、そこじゃないんですよ

ね。学力自体をどうやって身につけさせ

るかというところなんですよね。根本的

なところというのは。そこをどうやって

解決をしていくのかというところにあろ

うと思うんです。

　道徳教育もそうです。みんな「モラル

が低下してきている」というふうに言わ

れているわけですから、「やってます」

ということですけれども、やってても低

下をしてきてるわけです。そこをどうい

うふうにやって低下をさせないようにす

るかだと思うんですけれども、これはな

かなか、摂津だけの問題じゃなくて、日

本全体のこの社会の中での問題だという

ふうに思うんですけれどもね。日本全体

の問題の中でも、「摂津の中はそうじゃ

ないよ」というふうなことを、どうやっ

てつくっていけるかだというふうに思う

んです。その辺を、これはなかなか難し

いとは思うんですけれども、総体的に、

教育長、就学前の部分から、義務教育、

義務教育を出てから、一連の動き、流れ

も含めてですね、今後、摂津の教育委員
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会としては、どのように摂津の子どもの

ために教育をしていくのか、どういうふ

うな部分を、できてない部分も、どうやっ

て身につけさせていくのかですね、その

点をお聞かせいただけますでしょうか。

○柴田委員長　和島教育長、答弁。

○和島教育長　摂津の教育については、

特に、学校教育の分野が大きいかと思い

ますけれども、摂津市教育方針というの

を毎年出してます。その中の一番最初に、

今も体力の話、学力の話、道徳の話をさ

れましたけど、知育、徳育、体育、この

バランスをですね、均衡のとれた教育を

していくというのが大前提であります。

　そういう中で言えば、先ほど来の、ま

ず知育の話から言えば、特に就学前教育

という話が言われておりますけれども、

私は、先ほどお話聞いていて、この間の

教育改革フォーラムのときにもありまし

たけれども、やはり家庭教育との関係い

うのは非常に大きいなと思っています。

志水宏吉先生があのとき言われた話で私

が印象に残ってるのは、まず、家庭に活

字があるかということがあります。やは

り小さなときから文字の中に育っている

かどうか。もう一つが、ご両親が理路整

然とした会話がされているか。「おい、

めし」とか「ふろ」とか、そういうあれ

ではだめなんですよ。やはり理路整然と

ですね、お父さん、お母さんがそういう

会話をしてる家庭に育つことが大切だと

話されていました。そういうことから言

えば、学校教育に求められるまでもなく、

やはり家庭教育、それが幼稚園、保育所

の幼児教育につながってきて、そしてそ

れが義務教育ですね、小学校、中学校へ

つながっていくのだと思います。

　そういう中で、学校教育の中では、学

力の問題で言えば、これまでも何度もお

話ししてますけれども、やはり学校づく

りに、もう一遍力を入れていこう。その

ためには授業改革、授業づくりもやって

いこういうことで、「行きたくてたまら

ない学校、学びのある教室」の実現を目

指してやっております。今、細かい内容

は申しませんけども、この間のフォーラ

ム、前、前々回とこれまで取り組んでる

内容については、この「摂津の教育のす

がた」に載っております。見ていただい

てのとおり、そこへ力を入れて進めてい

るということです。

　そしてやはり、私は、もう一つ言えば、

家庭との問題で言えば、やはり教育コミュ

ニティの形成というんですか、やはり学

校だけじゃなくて、今の時代ですから、

地域の皆さん方、保護者の皆さん方、い

ろんな方との連携といいますけど、私は

協働という言葉を使ったり、非常に教育

力が低いご家庭の場合でしたら支援とい

う言葉を使いますけども、また、そのた

めに教育委員会としては、どういう施策

を打って支援していくか。私はカンフル

剤の部分と、やはり全体のベースを上げ

ていってる部分、そのことをきっちりと

らえて、教育行政を進めていかなければ

ならないなと思ってるところです。

　それと、やっぱり道徳的なことから言

えば、私はいつも言うんですけれども、

やはり基本的な人格形成、人間形成の基

本は家庭やと思ってます。先ほど言われ

た就学前からの、さっき言ったような、

家庭の中で、子どもをどう育てていくん

だということがなければ、義務教育に来

たから、あとは学校が全部やってくれる、

それはやはり非常に難しい話だろうなと

思っています。

　それと、話があっちこっち行って申し

わけないですけれども、中学校卒業した

後の高校中退の話がありましたね。中途

退学される子どもさんとか、そのフォロー
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をどうしているかということですけど、

私はシステム的には非常に難しいなと思っ

てます。

　ただ、これまでのケース見てましたら、

高等学校へ行って中途退学した子どもさ

んのケースで、中学校の先生方が、後を

フォローされているようなケースは何度

もあります。

　教育委員会として、制度としてそれは

やっていけないけれども、中学校の先生

方が卒業生を見ているケースこれまで何

度もありますし、私はそういうことかな

と思います。

　そういうことから言えば、やはり小学

校時代、中学校時代に、児童・生徒と先

生がどんなかかわり合いをしてきたのか、

そのつき合い方だと思っています。先生

は決して、「もう卒業させたから後は知

らん」とは思ってません。

　摂津の先生方を見てたら、後のフォロー

を十分されてます。ただ、それを今のご

質問のように、制度でやれと言われたら、

それは難しい話だろうなと思ってます。

　何かまだ言い足りない部分もあるんで

すけど、長くなりますので、この辺で置

いておきます。

○柴田委員長　森西委員、よろしいです

か。では、ほかに。嶋野委員。

○嶋野委員　それでは、何点かにわたり

まして質問させていただきたいと思いま

す。

　まずは、府補助金の話でございまして、

これは、先日の委員会におきましても、

川口委員も取り上げておられましたし、

また森内委員も取り上げておられまして、

その方向性は、よく理解できたんですけ

れども、今回２０年度の予算に計上され

ている、府の補助金を見込んで提出され

ている事業の中で、実際に「府から補助

金がもう計上されているよ」と、「つい

ているよ」というものもあると思うんで

すけれども、「まだついていない」とい

うものもあると思います。実際に、今つ

いていないものがどういったものがある

のか、事業であるのか、具体的にお聞か

せをいただきたいなと思います。これが

１点目です。

　２点目といたしまして、これ新規事業

なんですけれども、小・中連携事業でご

ざいます。

　これは、先日の委員会の中でも質問あっ

たのかなと思うんですけれども、私も、

先ほど森西委員もおっしゃっておられま

した教育フォーラムに何度か足を運ばせ

ていただきまして、そこで小学校１年生

の段階から中学３年生で、どのような姿

で１５歳を迎えるのか、義務教育課程を

終わっていくのかということに責任を持っ

て、それを長い視野でとらえていこうと

いうことで始められていることなのかな

というふうに思っておるんですが、その

中で、「摂津の教育のすがた」という冊

子を見させていただきまして、私は、こ

ういう文字の多いものを配られると余り

目を通さないですけれど、これは非常に

目を通しました。こういうことをやって

るんだなということで、私自身も目から

うろこが落ちると申しますか、なるほど

なと思ったんですけれども、一つ気になっ

たことがありまして、スクール広場に参

加されてる教諭の方が若干少ないのじゃ

ないかなということなんですね。

　少ないのはいいのかもしれませんが、

少なくとも各学校一人ずつぐらいは先生

お越しいただいて、そこで必ず何か新し

い気づきあると思いますので、それを、

また学校に帰っていただいたときに、み

んなで還元していただくと、供していた

だくということが、私は何か、よりこの

新しい試みを、より効果があるものとす
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る一つの方策じゃないんかなという気が

しておるんですけれども、この点につい

て、ちょっとアバウトな質問で申しわけ

ないんですが、小・中連携事業を進めて

いかれるに当たりまして、これからどの

ような工夫をされていかれるのか、お聞

かせをいただきたいなと思います。

　続きまして、体育の充実ということで、

市長が冒頭で市政運営の基本方針につい

て述べられるんですけれども、そこでの

表現を覚えてないんですけれども、体育

の充実を図っていくということがあった

と思います。

　これは今まで余りなかった表現じゃな

いかなと思うんですが、この点について、

具体的に、そしたらどのようにしていく

のか。方針でうたってるわけですから、

具体的なもの出していかなと思うんです

が、その点についてもお聞かせいただき

たいなと思います。

　続きまして、いじめと不登校の問題で

ございます。

　昨日ですね、中学校の卒業式が行われ

まして、また、委員の皆さん、この委員

会始まる前にそのお話されておられまし

て、非常に感動したというようなお話さ

れておられました。

　私も二中の卒業式に出席させていただ

きまして、平岡理事もお越しやったんで

すけれども、非常にすばらしい卒業式で

したよね。感動して、私、感涙をしてし

まったんですけれども、そういったすば

らしい卒業式だったんですが、その裏で、

やはり我々がどうしても目が行ってしま

うのが、卒業式にも参加できない生徒が

おるんだなということなんですよ。

　あれだけすばらしい卒業式できるとい

うことは、彼らは本当にすばらしい９年

間を過ごしてきたんだろうなと。そこで

はまだ気づいてないかもしれないけれど

も、何事にもかえられないような、そう

いったものを彼らは恐らく学んできて、

身についてるんだろうなと思うんですが、

そういう機会が、あの不登校の児童さん、

生徒さんというのは持てないということ

は、やはりいろんな面からそれを解消し

ていかなあかんと。

　もちろん不登校が私はなくなると思い

ませんけれども、あらゆる側面から対応

していただきたいと思うんです。そこで、

私、一般質問でも取り上げさせていただ

きましたし、また、昨年の決算やったと

思いますけれども、この場でも申し上げ

させていただきましたが、子どもたち、

いじめに負けないようなメンタル面の強

化をしていくということで、どういった

取り組みをされておられるのかね、その

点、具体的にお聞かせいただきたいと思

いますし、もう一点は、これはいじめと

非常に密接に関連してると、これは川端

委員もおっしゃっておられましたけれど

も、私もそのように思っております。

　つい先日に、新聞に載っておりました

けれども、たしか大阪市の教育委員会だっ

たと思うんですが、ネット上でいじめに

遭ったとか、あるいはそういう書き込み

をしたという生徒、非常に多いというよ

うなデータがございました。

　このネット上でのいじめというものは、

これはもちろん摂津市にも関係すること

なのかなと思ってますし、この点につい

て、具体的な調査が進められているのか。

これは非常に難しい問題やと思うんです

けれども、調査されているんであれば、

どのようにアプローチをしていくのかで

すよね、その点についてお聞かせいただ

きたいなと思います。

　ちょっと多くて、すみません。学力テ

ストについてお聞きをしたいと思います。

　これは、昨年の４月に行われまして、
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その結果が割と後になってから出てきた

ということでございます。これは、多く

の税金をつぎ込んでやっている事業でご

ざいますので、私は、これをいかに活用

していくのかというところにかかってる

んだろうなという気がしております。

　代表質問でも取り上げさせていただき

まして、各学校が学力向上プランという

ことを、これに基づいて、つくっていく

んだという答弁があったかと思うんです

が、具体的にどのようなプランになって

いくのか、お聞かせをいただきたいなと

思います。

　続きまして、生涯学習部にかかわる何

点かの質問をさせていただきたいと思い

ます。

　これも新規事業で上がっておりますが、

生涯学習大学でございます。先日の委員

会の中でもご答弁いただきましたので、

粗方の内容は私も理解しているつもりで

おるんですが、卒業生の方に、どんな活

躍をされるのかということで、公民館講

座等も引き受けていただくという答弁あっ

たと思うんですが、私は今、放課後子ど

も教室の担い手ということで、この卒業

生の方にお願いできないかなと思ってま

して、その点のお考えはないのか、お聞

かせをいただきたいなと思います。

　それと、部活動の支援事業でございま

す。項目としては、学校体育振興事業と

いうことになろうかと思いますが、その

中で、これ先日の委員会の中でもご指摘

がございまして、そのことをしっかりと

指導できる、特に、いわゆる競技スポー

ツなんかになっていくと、経験がない方

やったら、しっかりと指導できないだろ

うなという気がしております。

　そういったときに、私は、摂津市の中

には、いろんな経験をされておられて、

指導できるような技能を持った方がたく

さんおられるんじゃないかなというふう

に思っておりまして、その方々にどのよ

うに協力していただけるのかということ

が非常に大きなポイントだろうなという

ふうに思っております。これは先ほどの

生涯学習大学ともかかわってくる話だと

思いますし、あるいは出前講座なんかに

もかかわってくるのかもしれませんけれ

ども、摂津市に、どういった能力を持っ

た方がおられるのかということを把握す

るようなシステムが要るんじゃないかな

と。言い方が適切でないかもしれません

けれども、いわゆる人材バンクのような

ものをつくっていくということが大事な

のかなと。そこから部活動の支援という

こともやっていくということが重要では

ないのかなと思っておりますが、この点

について、これもまたアバウトで申しわ

けございませんが、お聞かせいただきた

いと思っております。

　それと、音楽祭についてでございます。

　よく費用対効果ということを言われま

して、摂津市の税金これだけ使って、果

たしてどれだけの方がこの音楽祭、コン

クールに参加されておられるのかとか、

それから、どれだけの方が、市民の方が

実際に鑑賞に来られるのかといったこと

がよく言われるんですけれども、私は、

この音楽祭ということに関しまして、そ

の効果というのはもっと違うとこにある

んじゃないんかなというふうに思ってお

ります。

　これ、音楽祭がすばらしいものである

ということは、我々議員はわかっている

つもりでございますけれども、それをで

すね、「ああ、摂津と言えば音楽のまち

やで」と。「音楽のまち」としても、摂

津市で、どれだけ多くの方が認知してい

ただけるのかと。よく都市イメージとい

うことを市長もおっしゃられてますし、
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重要であるということはわかっておるん

ですけれども、そういったことから、こ

の事業を活用していただきたいと思って

おるんですが、この音楽祭についての方

向性ですよね、もっともっと全国に向かっ

てＰＲできるものはしていただきたいと

思いますけれども、その点についてもお

聞かせをいただきたいなと思います。

　続きまして、こども１１０番の家事業

でございます。

　先日、森内委員もおっしゃっておられ

ましたけれども、その答弁といたしまし

て、啓発につながるというようなことが

ございましたが、そこでとどまっていい

のかなという気がするんですね。

　やはり実効性のあるものにしていくと

いうことも考えていかなあかんと思って

まして、そのためには、実際に子どもた

ちが地域を歩いてシミュレーションして

いくと。ちょっと言い方は悪いかもしれ

ませんけど、これはあくまでアンダーグ

ランドの情報になるのかもしれませんけ

れども、「この家は絶対に大体おるんや

で」と。「だから、もし困ったらこの家

に行け」とか、「１１０番の家いろいろ

ある中でも、この家やったらまあおるで」

というような情報が子どもたちに伝わる

となるならば、それ実際の、私は、いわ

ゆるどういうんでしょうか、啓発効果だ

けではなくて、抑止力ということだけで

はなくて、実効性のあるものになってい

くんじゃないかなと思うんですが、その

点の取り組みについてお聞かせをいただ

きたいなと思います。

　最後に、ＰＴＡ協議会のことなんです

けれども、代表質問の中でコミュニティ

スクールといったものの方向性を目指す

がどうなのか」ということを申し上げさ

せていただきまして、「学校運営協議会

というものができるんだ」というような

ご答弁あったと思いますけれども、その

学校運営協議会と今現状にあるＰＴＡと

どのような差があるのかなということが、

ちょっと気になるところでございまして、

ちょっとこれもまた総論的になりますけ

れども、その点についての違いをお聞か

せいただきたいなと思っております。

○柴田委員長　それでは、１０点にわたっ

ての質問がありました。

　羽原部長。

○羽原教育総務部長　府補助金に関しま

してご答弁申し上げます。

　府補助金につきましては、昨日も先日

も申し上げましたように、一般会計の予

算書５２ページに一覧で載っておるわけ

ですけども、それでいきますと、現在、

府の方の暫定予算で、暫定ではあります

けども、補助金として予算措置がされて

いるものが、まず４番目の進路選択支援

事業補助金、それから５番目の学校安全

緊急対策事業補助金、この二つにつきま

しては、暫定ではあるけれども一定予算

措置がされておるというふうには私ども

は情報を得ております。それ以外のもの

については、現時点では予算措置がされ

ていないということです。

　府の方からは、「暫定的に予算措置は

してあるけれども、８月以降の補助金が

確約されるものはないですよ」という説

明は受けてはおります。

　ただ、教育委員会といたしましては、

先日申し上げましたように、他の項目も

含めまして、やはり市の大事な事業だと

いうふうに思っておりますから、今後と

もいろんな機会をとらえて補助金の確保

については要望し、最大限の努力はして

いきたいと思っておりますし、万が一、

補助金が確保できないというような回答

が府からありましても、今年度につきま

しては、この事業はきちっと進めていき
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たいというふうには考えておるところで

ございます。

○柴田委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、学校

教育課にかかわる幾つかのご質問にお答

えをしたいと思います。

　まず、フォーラム、スクール広場を含

めての小・中連携教育の今後のことも含

めてお答えをさせていただきます。

○大路教育総務部参事　　スクール広場

については、これは残念ながら、まだ参

加をされていない学校もあるのも事実で

ございますので、可能な限り、やはり各

学校から１名以上は集めたいということ

で、今後とも校長の方にもご協力をお願

いをしたいと思っております。

　それを広げるためにもフォーラムでの

取り組みを各学校の方に発信し、ご評価

いただきまして大変ありがたいと思って

おりますが、「摂津の教育のすがた」、

これにつきましては、すべての教職員に

配布をしておりますので、ぜひ各学校で

活用、また、目を通すように指導し、ス

クール広場協議会等につきましては、平

成２０年度にも可能な限り実施の方向で、

現在検討をしておりますが、そこへの参

加が、ぜひ各校１名以上になるように、

引き続き努力をしていきたいというふう

に考えております。

　小・中連携につきましては、これは小・

中連携推進協議会という形で、市を中心

に、校長の代表、また、大学の先生等に

もお願いをした会議を今年度から持って

おりますが、平成２０年度には、各中学

校ブロックに小・中連携教育推進会議と

いうものを設置をし、その中学校区の校

長、生徒指導担当、研究推進担当、また

学校の事務職員等の参加をすることによっ

て、中学校ブロックごとの小・中連携の

会議が平成２０年度からより積極的に行

われる仕組みを今後とっていくという形

を想定をしております。

　小・中連携のこの事業の中では、そう

いった会議の推進とともに、スクール広

場協議会の中で、特に、今年度は数学・

算数部会が、これは各校１ということで、

非常に充実した会議をしていただきまし

たので、その中で、小・中連携を進める

に当たっての教材ですね、教育課程教材

をどのようにつくっていくのかというこ

とを大学の先生の方からもご助言をいた

だき、そこの中から方向づけになるよう

な冊子を現在、作成をするよう努めてお

るところでございます。

　これにつきましては、他の教科につい

ても、まだ明確には言えませんが、国語

においてもそうですし、英語もこれから

小学校英語が始まりますので、スクール

広場協議会等で論議をされたことに基づ

きながら、全体の小・中連携教育推進協

議会、各中学校ブロックの会議との関係

ができる限り連携をとりながら、全体の

アップを図っていくところを考えておる

ところでございます。

　続きまして、いじめ、不登校の問題で

ございます。

　特に、委員の方からはメンタルトレー

ニング等のご指摘もいただきまして、そ

の内容も含めて、いじめ対応プログラム

というもので、現在、実践を深めている

ということで本会議でも答弁させていた

だきましたが、それは子どもたちにつけ

る六つの力ということで、「心の居場所

をつくる力」「ストレスとうまくつき合

う力」「感情を適切に表現する力」「違

いを認めてともに考える力」「仲間とつ

ながる力」「仲間と支え合う力」という

ような、具体に子どもたちにつけたい力

を六つということで規定し、それぞれの

プログラム、この力にはこういうプログ
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ラムということの具体的な提示がされて

いる「いじめ対応プログラム」のこの冊

子がございますので、これを見させてい

ただきますと、いわゆるメンタルトレー

ニング的な要素もその中に取り入れられ

ているものではないかと、私の方では考

えておるところでございます。

　このプログラムにつきましては、今年

度、第五中学校区で、これは、いわゆる

道徳性を養うハートフルのプロジェクト

といいますか、ハートフルプログラム、

摂津市の人間基礎教育を学校、地域挙げ

て取り組む中で、このいじめのプログラ

ムを先進的に第五中学校の方で実施をし

ていただき、その校区であります鳥飼小

学校、鳥飼東小学校の方でも、このプロ

グラムの活用を実施していただいたとこ

ろでございます。

　これは、さらに全市に広げて、いじめ、

不登校について、特にいじめについては、

子どもたちにそういった力をつけて、

「いじめはだめだ」、「いじめは要らな

い」、また、「いじめに遭ったときにも、

十分にそれに耐えるだけの力を持つ」と

いう形でのプログラムになるものと思っ

ておるところでございます。

　続きまして、ネット上のメールでのい

じめの件数につきましては、１９年度、

いじめの件数が３５件ございましたが、

そのうちメールでのいじめが、その中に

６件という形で実数の把握をしておると

ころでございます。

　今後の取り組みでございますが、これ

は、いわゆるいじめの中でもネットのい

じめについては非常に重要な課題でござ

いますから、先ほど「いじめ対応プログ

ラム」の中にも、そういう項目も含めて

実施をするようにしておりますとともに、

今年度、私ども指導主事の方を、そのネッ

トのいじめについて、積極的に研修を持

つようにお願いをし、指導主事が各学校

の方に訪問し、ネットのこの問題につい

て、生徒たちとともに一緒に考える機会

を設けておるところでございます。

　続きまして、学力テストにつきまして

ご答弁させていただきます。

　これは、委員ご指摘のように、いかに

活用していくかが大切であるという認識

のもとに、学力向上プランをこの３月ま

でに、実際の具体的な形の内容を校長の

方が作成したものを私どもいただく形に

なっております。

　そして、さらにそれを新年度、これは

新たな体制も含めて、いろんな形で私ど

もも、例えば学習サポーターを配置、す

べてはできないですけれども。配置でき

る学校等が決定してきますので、そういっ

た内容とあわせて、具体的な学力向上の

プランを、より一つ一つの学校に応じて、

きめ細かく取り組むところでございます。

これは具体になりますので、小学校１０

校、中学校５校で、それぞれの課題設定、

具体的な内容になろうかと思います。

　例えば、今までの経過の中で、やはり

国語の力が非常にやっぱり十分備わって

いないということであれば、国語の教科

の研究を現在も取り組んでいる学校があ

りますが、それを一層深めるとか、やは

り算数するとか。小学校で言いますと国

語の結果が出ておるわけですから、そう

いった研究課題を、じゃあどちらを深め

ていくのかというようなことが、当然そ

の学校の研究課題としても、この学力向

上プランの中にあらわれてくるものと考

えておりますし。

　この内容は、より具体的に何ができる

か、例えば、計算タイムで充実をしてい

きたいという学校も出てくるかもしれま

せんし、前回ご質問をいただきました例

えば朝の読書タイムがございますが、読
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書タイムを拡充することが重要だという

ふうに考える学校は、そういう取り組み

もされてくるのではないか、読書サポー

ター等も配置をしますから、それとの活

用の中で読書力を上げていくことが効果

的ではないかと。これはちょっとまだ現

物が今、現にここにございませんので、

それぞれの学校の子どもたちの実態、そ

れから、これまでの取り組み、それから、

私どもが今後、配置を予定しております

そういった事業との兼ね合いの中で、校

長はより具体的な形でプランを作成して

いただけるものと考えております。

　最後に、学校運営協議会、コミュニティ

スクールと今のＰＴＡとの違いでござい

ますが、これにつきましては、コミュニ

ティスクールと申しますのは、これはも

う、いわゆる地教行法の改正に基づきな

がら、具体的に運営等についても記述が

あり、そのもとで何に取り組む内容かと

いうようなことが整理をされた内容だと

いうふうに私どもは理解をしております

が、ＰＴＡにつきましては、これまでも、

今まで先生と保護者との間の中での組織

ということで、これはもっと歴史がある

形で取り組まれておる内容でございます

ので、直接この内容が学校運営協議会と

ＰＴＡというものが組織として同一に論

ずるものではないのではないかというふ

うに思っております。

○柴田委員長　中岡次長。

○中岡生涯学習部次長　私の方から音楽

祭に関してのご答弁申し上げます。

　委員おっしゃったように、摂津市の文

化のイメージといいますか、都市イメー

ジとして音楽をというのは、私も同感で

ございます。そういう意味では、市内で

の音楽と言えば、我々は、コンクール、

３月にあります合唱祭、アンサンブルフェ

スティバル、吹奏楽祭、あるいは学校へ

出かけるミニコンサート、公民館でのサ

ロンコンサート、市役所でのロビーコン

サートと、また、音楽連盟が主催されて

ますオオクワでのコンサート、あるいは

正雀駅前のたそがれコンサートと。そう

いった音楽が、本当にある意味では、数

えてみれば結構やっているということが

現実でございます。文化振興計画の中で

も、鑑賞する機会の充実というところも

取り上げておりますので、私どもの方と

しては、そういった鑑賞していただく機

会をどんどん増やして　いきたいという

ことを考えております。

　また、新しい取り組みといたしまして

は、そういった本選、あるいは入賞され

た方々を、例えば、市の吹奏楽団とか、

それから中学校の吹奏楽部がございます。

そういったところに、かなうならば、顧

問の先生との調整も要りますが、例えば、

クラリネット、あるいはフルートとか、

そういった木管楽器になりますが、クリ

ニックをやってみるというのも一つの新

しい取り組みとしてはあるのかな、とい

うふうに考えてます。

　そういう意味では、委員のご提案を今

後の事業展開に生かせるよう、私どもも

取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

○柴田委員長　小林参事。

○小林生涯学習スポーツ課参事　それで

は、せっつ生涯学習大学についてご答弁

させていただきます。

　市内では、公民館や体育館におきまし

て、さまざまな講座であったり講習会に

参加されまして、自分の技術を磨く、高

める、そういった自己実現型の学びをさ

れている方が多くおられます。ですけれ

ども、今後は、自分が学んだ成果をほか

の人に伝える、地域に還元する、そういっ

た形の社会還元型の生涯学習のあり方が
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必要だと考えております。

　この開催します、せっつ生涯学習大学

につきましても、生涯学習まちづくり学

部、スポーツ健康学部の２学部でござい

ますけれども、講師であります学識経験

者の方や地域での活動実践者、また、他

市での実践者の方をお招きいたしますけ

れども、専門知識、技術、これを学んで

いただくことはもちろんなんですけれど

も、自分が学んだ知識をリーダーやコー

ディネーターとして人に伝える喜びであっ

たり、人に教える楽しさ、また、人から

感謝される喜びなんかについても、あわ

せて伝えられるような講座にしていきた

いと考えております。

　また、講座修了生の方には、学んだ成

果、これを発表する場、活躍の場という

のも当然必要であり、求められるところ

と考えておりまして、私どもといたしま

しては、例えば、生涯学習フェスティバ

ルというのを開催しておりますけれども、

それをコーディネーターしていただける

ような人材、また、体育の分野では、体

育指導員さんであったり、地域でのスポー

ツ活動の実践者になっていただく。また、

委員ご指摘のような各小学校で行われて

おります、わくわく広場、こういった中

で、スポーツに関する楽しさを教えるで

あったり、一緒に自分の技術を伝える、

そういった活躍の場。また、昨日もちょっ

と出ておりましたけれども、検討課題で

あります総合型のスポーツクラブ設立に

向けた人材の育成も必要であり、そういっ

た場での活躍を期待している事業でござ

います。

○柴田委員長　池上課長。

○池上青少年課長　それでは、青少年課

に係ります質問にお答えさせていただき

ます。

　まず１点目としまして、府の補助金の

ことに関しまして、ちょっとこの場で説

明させていただきますと、我々、学童保

育室運営に関する補助金、暫定予算で放

課後児童健全育成事業費というのが暫定

予算に組み込まれております。これは４

月当初から、当然のことながら学童保育

事業を行うわけなんですが、予算書の５

３ページ、節６、子育て支援のための拠

点施設整備事業補助金として８３３万３，

０００円を計上いたしておりますが、こ

の分に関しましては、今年度、整備を予

定しております三宅柳田学童保育室の新

築工事に係る府の補助金であります。こ

の部分に関しましては、府の暫定予算に

計上されておりません。

　府の事業であります施設整備につきま

しては、府補助の内示後でなければ事業

化ができないということになっておりま

す。通常５月中には内示がございますが、

府に確認したところ、早くとも８月にな

るということであることから、三宅柳田

学童保育室の工事着手が当初の計画より

おくれてしまうということになります。

これは暫定予算での金額以外の影響とい

うふうに考えております。

　それと、１１０番の家、実効性のある

ものにということでございますが、１１

０番の家を実効性のあるものにするため

に、やはりまず１１０番の家の方に意識

を持っていただくということが一つ目の

重要な課題だというふうに思っておりま

す。そのためには、我々としましては、

１１０番運動に関係した情報の提供や研

修、情報交換会等を開催するなども含め

て、今後どのように、その気持ちを継続

していただけるかというのを検討してい

きたいというふうに思っております。

　それと、先日も申しましたけれども、

やはり子どもと１１０番の家の方との顔

の見えるつながり、これをウオークラリー
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なり、ほかの方法もあろうかと思います

が、どういう形でつながりを持っていけ

るのかと。その顔の見えるつながりの中

で、ここの家やったらいてるなというの

が、やはり子ども自身がわかるようにし

ていかなければならないというふうに思っ

ております。

　それと、やはり一番大事なのは、保護

者、私も含めてなんですけれども、保護

者が自分たちのできないことといいます

か、いない時間帯に、やはり地域の方が

子どもたちを見守ってくれてるんだとい

う意識を、当然これは皆さん持っていた

だいてる思うんですけれども、きちっと

持っていただいて、自分たちが立ち番を

している、登下校時に見守ってくれてる

人、また、１１０番の家の前を通りかかっ

たら、表に出ている方に「いつもすみま

せん」という一声をかけることによって、

親と１１０番の家の方とのつながりもで

きてくるかな、意識もそれぞれが保つこ

とができるかなというふうに思います。

それには、やはり今までもＰＴＡ中心で

取り組んでおる一声運動というか、見守

り活動という、今まで取り組んでるもの

を、やはりもう一度認識して、それぞれ

が意識を持って、一つ一つ行動に移して

いただくということが大事かなというふ

うに思っております。

　今後も、市に関しましては、関係する

部署を初め、学校、またＰＴＡ、保護者

ともいろいろと相談しながら、一つ一つ

できることから取り組んで、継続性のあ

る、また実効性のあるものにしていくよ

う努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

○柴田委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　抜け落ちがござ

いまして、クラブ活動のそういった地域

の人材のバンク云々のことについてご答

弁させていただきます。

　これは、学校体育振興事業の中で、前

回も申し上げさせていただきましたが、

中学校の部活動の外部指導者という形で

予算もちょっと増額をして、より多くの

方に外部の活動者が来ていただけるよう

に組ませていただいておるところでござ

いますが、これは、どちらかと申します

と、各学校の顧問にお任せをしたり、学

校での選定という形になっておりますの

で、仕組みとしてそういった外部活動に

人材のバンクの中から、そこから私ども

教育委員会の方でお願いをしたり、また、

その活用という形まではちょっとできて

いないのが現実でございます。

○柴田委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　それでは、何点かにわたり

まして、再度質問をさせていただきたい

ところがございますので、よろしくお願

いをいたします。

　まず、府補助金につきましてご答弁を

いただきました。

　先日の委員会の中で羽原部長が、タイ

ミングを見計らってというような答弁を

されておられたということを覚えており

ます。今、池上課長から、具体的に三宅

柳田小学校の学童の新築工事ということ

でご説明いただきました。従来は５月に

府から内示が出るんだけれども、２０年

度に関しては、早くても８月になってし

まうと、相当にずれ込むということになっ

てくる。じゃあ、内示前に工事を着手し

てしまうと、「これ補助金要らんのやな」

ということで、つかないというようなこ

とも出てくるのかなという気がしまして、

若干タイミングがずれ込むということは、

やむを得ないことなのかなというふうに

思いもするんですが、そうなったら、じゃ

あ、保護者の立場どうなのと考えると、

学童がしっかりと新築工事をされて、入
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れるという前提でやっぱり来られるわけ

ですよね。

　となってきたときに、具体的には工事

できないにしても、じゃあその間、どの

ような対応をしていくのかということは、

これはまた別途考えていただかないかん

のかなという気がいたしますので、これ

につきましては、私はやむを得ない状況

だなというふうに理解をいたしましたが、

工事が遅れるということにつきましては

理解をいたしましたが、対応ということ

につきましてはお願いをしたいなという

ふうに、要望として申し上げておきたい

と思います。

　それと、小・中連携事業につきまして

ご答弁いただきました。スクール広場に

ついて、今は各校から１人という参加は

ないけれども、各校から少なくとも１人

の方は参加していただけるような、促し

ていくというようなお話もございました。

　せっかくすばらしいものをされておら

れるわけですから、これをより多くのと

いうか、すべての学校でね、そういった

ものが還元されるようにということでお

願いしたいと思いますので、ぜひ各校か

ら少なくとも１人の方はスクール広場に

赴いて、そしてまたそこで気づきを得て、

学校に還元していただけるというような

ことを期待をさせていただきたいという

ように思います。

　体育の充実ということで質問させてい

ただきまして、ちょっと答弁はなかった

のかなと思うんですけれども、いや、も

う結構です。要は何が言いたいかという

と、例えば、幼稚園なんかの場合、実は

私の娘は私立の幼稚園に行ってるんです

けれども、体育に関しては教える専門の

ところから派遣されて来られるじゃない

ですか。中学校になったら体育の先生お

られるんですけれども、小学校のときっ

て担任の先生が教えられたりしますよね。

中にはやはり、例えば算数と国語を教え

るのは得意だけれども、私もそうなんで

すけれど、体育は苦手であるという方が

おられるんじゃないかなというように思

うんですよね。そのときに、市長が基本

方針の中でもうたっておられて、体育は

大事なんだよということをメッセージと

して発せられてるわけですから、例えば

小学校に関しても、本当にそういう体育

の指導に長けた方にお願いをするという

ことも、また一つなのかなという気がし

ておりますので、その点についても、今

後の検討をお願いをさせていただきたい

というふうに思います。

　いじめと不登校につきましてご答弁い

ただきました。

　いじめ対応プログラムということで、

六つの要素が盛り込まれていて、そこに

私がご指摘させていただいておりますメ

ンタルトレーニングということも含まれ

ているんだというご答弁だったのかなと

思います。確かに、そのとおりなのかな

という気はするんですが、そしたらそれ

に基づいて、実際どんな方が子どもたち

に対応していくのかということやと思っ

てるんですね。

　一般質問のときに申し上げさせていた

だきましたのは、スポーツ心理学者と言

われる方が、いわゆるアスリートの競技

スポーツの人にメンタルトレーニングし

ていくわけなんですよね。そこの学会の

方が、要請があれば学校現場に赴きます

よというようなことを言われておられる

んですよね。その方たちは、プロとして

実績も積まれてる方で、これは教育とい

うことに役立つだろうということで、貢

献していきたいということやと思うんで

すよ。

　ですので、そのプログラムの中に盛り
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込んでいただくというのは、非常に私あ

りがたいことだと思ってるんですが、実

際にどういう方にお願いしていくのかな

ということを考えたときには、よりいろ

んな知識を持ってる方にもお願いをして

いくと。学校現場も、やはりそのように、

ちょっと発想を変えていただくという表

現が適切でないかもしれませんが、そう

いったこともぜひ視野に入れていただき

たいなということを要望として申し上げ

たいと思いますし、五中校区で実際に行っ

ているということがございましたので、

五中校区でどのような状況になっていっ

たのかということにつきましても、逐次

ご報告いただきたいなというふうに思っ

ております。これも要望として申し上げ

たいと思います。

　あと、ネット上でのいじめということ

で、いじめ全体が３５件あって、その中

の６件がネット上でのいじめであったと

いうことがございました。それは対応プ

ログラムの中にも盛り込んでいくし、ま

た、主事が学校現場に赴いてされるんだ

というようなことがございました。

　これは、非常に目に見えないところで

難しいところはあろうかと思うんですが、

ただ、ネット上でのいじめが原因だとい

うことも、これも非常に考えられること

ですので、これは大阪市の教育委員会も

調査されて、これから具体的に取り組み

されていくのかなというふうに思います

し、また、これは全国的な問題でもある

と思いますので、ちょっといろいろとア

ンテナ高く張っていただいて、このよう

なことがあるんかということで、しっか

りと調査、研究していただきたいなと。

それで実際に子どもたちにアプローチし

ていただきたいなというふうに、そういっ

た仕組みをつくっていただきますように

お願いをしたいと思います。

　学力テストにつきまして、具体的なも

のがそれぞれの学校から出されると、そ

の可能性が強いというような答弁だった

ろうと思います。

　やはりこの学力テストというものを、

国費を投入して、税金を投入して行った。

それで結果が出てきたわけですよね。大

阪府は非常に悪かったという成績結果が

出ましたけれども、要は、大事なことは

それをどないするのかという話であって、

また、摂津市でも出てきている。しかも、

それぞれの学級までわかるようなデータ

やと思うんですよ。それをいかに活用し

ていくのかということが大事やと思いま

すし、そうなってくると、やはりね、

「よっしゃ、こう行こう」と、具体的な

ものを出していただかないと、それぞれ

の先生方が取り組めないと思うんですよ

ね。ですので、本当に具体的なものが出

てくるというご答弁いただきまして、ちょっ

と安心したところもありますしね。

　また、このデータをもとに、例えばそ

したら、「ここの学校のこの学級はよかっ

た」と。成績がよかったので、「その先

生はどんな指導してるんだろう」という

ことを摂津市の学校全体で供していくと

いうことも、また一つの発想かと思いま

すのでね。そういったことで、より活用

していただいて、子どもたちに対する教

育ですよね、より充実したものにしてい

ただきたいなというふうに思っておりま

す。

　生涯学習大学についてなんですけれど

も、これはちょっと先ほど、後で申し上

げたクラブ活動ですよね、中学校でのク

ラブ活動の指導ということも関係してく

るのかなと思うんですが、要は、その生

涯学習大学を受講しました、その後には、

こんなことを活躍できる場がありますよ

というようなことをアピールしていただ
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いて、どんどん参加者募っていくという

ことも大事なことなのかなというふうに

思います。

　先ほど申し上げたと思いますけれども、

地域に結構ね、我々知らないところで、

いろんな活躍された方がおられるんです

よね。「昔、箱根駅伝走ったんや」とか

ね、いう方がおられたりして、「ああ、

そうですか」いうて、飲みに行ったとき

に話になったりすることがあるんですが、

そういう方が、「おぉ、何や、生涯学習

大学やってるのか、摂津市」と。「これ

受けたら、今度、陸上部の指導できるか

もしれへんな」となったら、その方たち

が来てくれるかもしれない。いろんな仕

組みって要るん違うかなと思うんですよ

ね。

　それぞれの学校の顧問の方の努力で今

されてるというお話でありましたけれど

も、それをやはりね、行政として後押し

してあげるというかね、そういったこと

も必要じゃないかなと思っておりますの

で、これは生涯学習大学のこともそうで

すし、あるいは、いわゆる学校体育振興

事業ということにも関係してくることで

ありますけれども、ぜひ仕組みとしてね、

後押ししてあげられるようなものを構築

していただきたいなというふうに思って

おりますので、これは大いに期待をさせ

ていただきたいと思っております。

　音楽祭につきまして、次長からご答弁

いただきまして、いろんなイベントをさ

れておられるということにつきましては、

私も理解をしているつもりです。

　市役所でのロビーコンサートというの

も、私は新しい取り組みであると思って

おりますし、また、柴田委員長も、その

点につきましては強く一般質問でも要望

されているのを覚えておりますし、私も

させていただきましたけれども、要は、

いろんなイベントをされているというこ

と自体、これは非常にすばらしいことな

んですが、その以前として、どのような

イメージ戦略打っていけるかということ

だと思うんですよ。

　例えば、「摂津市のホームページ開き

ましたよ」となったときに『音楽のまち

摂津市へ　ようこそ』みたいなそんなイ

メージがあったとしましょう。そこで、

「音楽祭というものがありました」と。

摂津市の音楽祭で受賞された方が、今度、

国際コンクールなんかで優勝された方が

おられるじゃないですか。「こんな方が

摂津市の音楽祭から育っていったんです

よ」というようなことのイメージをバー

ンっと持っていく。そういう音楽のまち

で、「ロビーコンサートありますよ」、

例えば、「いろんなコンサートあります

よ」、「事業やりますよ」となったら、

「一回見にいこうかな」と思う人、結構

おると思うんですよ。いわゆるイメージ

戦略なしに、「こんなんあります」、

「こんなんあります」やったら、なかな

か行こう、足を運ぼうかなとは思わない

かもしれませんが、そういうイメージを

つくっておいた中でやるとね、非常に私

は、より効果が出るんじゃないかなとい

うふうに思っております。

　中岡次長、３月いっぱいで定年である

ということをお聞きしておりますんで、

ぜひ、この３週間余りの中で、どんどん

広報に足運んでいただいて、「こんなん

やってくれよ」と、「音楽祭はすばらし

いもんなんだから、摂津市の都市イメー

ジのアップにつなげてくれよ」というこ

とを、これぜひ足を運んでいただいて、

ご要望していただきたいなと。最後のお

仕事いうたら申しわけございませんが、

ご奉公ということでね、ぜひやっていた

だきたいなというふうに思っております
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ので、お願いしたいと思います。

　こども１１０番の家事業につきまして、

池上課長から非常に丁寧にご答弁いただ

きまして、実際に、子どもたちと、こど

も１１０番の家をされておられる方との

コミュニケーションですよね。実際に、

「ここやったら子どもたちが安心して入

れるな」というような雰囲気をつくって

いくというようなこともございましたし、

また、家庭に対するアプローチというよ

うな点でのご答弁をいただきましたので

ね、もちろん啓発は大事なことでありま

すけれども、やはりいかに実効性がある

ものにしていくのかということも、また

大事な側面であると私も考えております

し、また、それは課長も考えていただい

ていると思いますので、この点につきま

しても要望させていただきたいと思いま

す。

　ＰＴＡ協議会につきまして、すみませ

ん、ちょっと私、不勉強なもので、何か

とんちんかんな質問してしまったのかな

という気がするんですが、要はコミュニ

ティスクールといったものは、恐らく、

これは私のイメージなんですけれど、欧

米というか、例えばイギリスなんかで言

うと、保護者の方たちが人事にもやっぱ

り一定の権限を持ってるというような教

育システムになってきていると。保護者

の方が、「今、子どもたちにこんな教育

してほしい」というようなニーズが非常

に高くなってきて、学校運営にも反映し

ていくことが中にはあるんだろうなとい

うふうに思ってまして、東京の三鷹市で

あるとか、あるいは京都市でも、そういっ

た方式が採用されているということなの

かなというふうに思ってます。

　これは、私はただ感覚かもしれません

けれども、これから子どもたちが小学校

に行くというような段階の家庭の方と、

そんなに多くではありませんけれど、私

もお話しさせていただいておりますとね、

やっぱり学校選択制というもの、非常に

ニーズ高いんですよね。何かといったら、

「こんな教育してほしいとかいうのを選

びたい」というようなことなんですわ。

要は、「ここに住んでるから、ここの学

校に行きなさい」というんじゃなくて、

選びたいということなんですね。

　それは、もちろん学校自由選択制とい

うのも一つの方法論であると思いますし、

あるいはコミュニティスクールというよ

うなものをつくっていただいて、学校運

営協議会といったものがその中で結成さ

れて、保護者の方の、私、人事までって

ちょっと気にかかるところはあるんです

けれども、カリキュラムについては、特

に総合学習始まっておりますんで、カリ

キュラムについては、何か保護者の方の

意見が反映されるようなシステムという

ものを、ぜひつくっていただきたいなと

いうふうに思っておりますので、こんな

質問させていただきましたんで、ぜひこ

の点についても、またご検討いただきた

いなというふうに思います。

　最後に、ちょっと教育長にお聞きをし

たいなと思っておりまして。

　代表質問を今回させていただきまして、

また人口の話ですわ。毎度毎度のことな

んですけれど、させていただきまして、

市長ね、明確に今回おっしゃられたこと

がありまして、「摂津市から、できれば

出ていきたいという方もおられるんだよ」

というようなお話がございました。また、

これは前回の代表質問で明らかにしてい

ただいたことなんですけれども、摂津市

から他市へと行かれる方の年齢層に非常

に特徴があると。

　要は、子どもが学童期、あるいはそれ

ちょっと前ぐらいのお子さんのお持ちの
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ご家庭が、他市へ転出されていかれると

いうケースが多いと。もちろん、転勤等

で遠方に行かれる方もおられるんですけ

れども、例えば、吹田でありますとか、

茨木というね、近隣に越される方も多い

と。これについては、あらゆる側面から

検証していくという、これは副市長から

のご回答だったと覚えてるんですけれど

も、そうなってきたときに、当然、いろ

んな分野から検証していただくこと大事

な話なんですけれども、やはり私は教育

という部分が非常に大きいんじゃないか

なと。その中でのウエート大きいんじゃ

ないかなと思っております。

　個別具体に見ていくと、例えばスクー

ル広場であったりとか、小・中連携事業

であったりとか、あるいは不登校のこと

についても、摂津市、先進的にやってい

ただいてると私は思ってます。そういう

面で非常に皆さん努力していただいてる

んですが、果たしてそのことが伝わって

るのかなと。要は、「摂津市の教育、頑

張ってるんだよ、よくなっていくんだよ」

というイメージにつながってるのかなと、

非常に疑問ではあるんですよ。

　ですから、皆さんがされてる努力とい

うものを、やはりより効果のあるものに

していくためには、やはり何かイメージ

戦略もあわせて考えていかなあかんの違

うかなというふうに思ってまして、その

点ね、もちろん内容について充実させて

いただくこと大事なんですけれども、あ

わせてイメージ戦略ということについて

も考えていかなあかんと思ってますが、

その点、教育長、最後にね、どのように

お考えなのか。この間の副市長の答弁も

あったわけですから、ぜひそれを真正面

から受けとめていただきたいと思うんで

すけれども、最後にお聞きをしたいと思っ

ております。お願いいたします。

○柴田委員長　教育長。

○和島教育長　人口の減少ということか

ら、この間の本会議での議論見てまして

も、やっぱりゼロ歳から９歳の子どもた

ちの減少。それに伴って、その子どもの

親御さんですね、３０から３９歳ぐらい

の層の減少が特徴として起こってるいう

のも事実だと思っています。

　今もご指摘ありましたように、やはり

人口の減少にはいろんな要因があります

けれども、その中の一つに、やはり教育

委員会としては、そのことが摂津の教育

とどういうふうにかかわっているのかい

うことも、当然考えていかなければなら

ないことかなと思っております。

　それで、私思ってますのは、じゃあ、

摂津からどうして流出していくんだといっ

たときに、私どもでもずっとご指導いた

だいてる園田学園の女子大学の野口克海

先生が話されているのですが、親御さん

にとっては、「子どもにいい教育を受け

させたい」、「いい学校へ行かしたい」。

これは、素朴な希望だと。じゃあ、いい

教育とか、いい学校って何なんだいった

ら、要するに、「しっかり勉強を教えて

ほしい」、「仲よしの友達がいて、そし

ていじめとか、いろんな問題、生徒指導

上の問題とか、そういうのがない学校が

いい」と。保護者から見れば、そういう

学校を望んでるんだということです。

　それで、先ほどから議論もあり、また、

今もご指摘いただきましたように、摂津

市では、平成１５年から、「学校改革を

もう一遍やっていこう」、「そのために

は授業改革していこう」ということで

「摂津の教育のすがた」にも、これまで

の取り組みを毎年報告させていただいて

おりますが、この学校改革を続けていく

ことが、保護者の方に信頼される学校に

つながってくるんだろうなと思ってます。
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　先ほど、コミュニティスクールの話も

ありましたけれども、大阪の場合、特に

摂津市の場合は、学校協議会を設置して

ます。それと学校教育自己診断という取

り組みもしています。これは何かといえ

ば、やっぱり今の学校のあり方とか取り

組みが、どう評価されてるんだいうこと

を見るべきだと思ってます。特に、今問

題になってるのは第三者評価ですね。こ

れまで学校と言えば、閉鎖的で、ともす

れば前例主義、画一主義でと、いろんな

批判を受けてきましたけれども、それを

やっぱり打開して開かれた学校をつくっ

ていく。そのことが保護者の方からも地

域の方からも信頼される学校につながっ

ていくんだろうと思ってます。

　教育委員会は、そういう考えのもとに、

さまざまな取り組みを展開してきている

わけです。この努力をこれからもしてい

かないといかんだろうと思っています。

きょうご指摘いただいた、いろんな課題

ですね。「スクール広場に、すべての学

校から来てない」とか、いろんな細かい

課題もありますけど、それを一つ一つ解

決していくいうことかと思ってます。

　今ご質問いただきましたように、じゃ

あそれをどうやって地域の方に知らせて

いくんだということになってきますと、

非常に難しい問題であります。

　それで、私は、これまでの取り組みで

言えば、「今、学校では」という広報で

毎回載せている学校の取り組み、今回は

鳥飼北小学校の取り組み載せたら、次は

一中の取り組みとか、そういうこと、あ

るいは「摂津の教育のすがた」といった

冊子、あるいはフォーラムの開催や公開

授業とか、いろんなことやっていきてま

すけど、やはりさっき言いました、学校

教育だけではなく、やっぱり学校を核と

した地域教育コミュニティいうんですか、

地域の方にも知ってもらう、保護者の方

にももっと知ってもらう、やっぱり学校

を核として、社会教育も学校教育も一体

となったそういう取り組みをしていく。

やっぱり知っていただくいうことが非常

に大事なんかな、それが教育力につながっ

てくるんではないかなと思ってます。

　ですから、戦略的、イメージ戦略でね、

派手にこうやっていけと言っても、なか

なか難しいときがありますけれども、し

かし、私は今こういう地道な取り組みを

していたら、まず教育関係、他市の教育

委員会から見ても、「ああ摂津も頑張っ

てるやないか」と。そのことがやはり他

市にも広まっていくいうことになってく

るんかなと思っています。今言いました

ような、さまざまなイベントとか取り組

みを通じて、あるいは地域との関係を強

めることによって、やっていきたいと、

そのように思ってます。

　ですから、最初に言いましたように、

やはり保護者の方が、教育面から言えば、

いい教育を受けさせたい、いい学校へ行

かせたいという希望、そのことにどう応

えていくか。そのことは、やはり私たち

が学校を、信頼される学校をつくってい

く、その地道な取り組みがつながってい

くんかなと思ってます。

　イメージ戦略言われても非常に難しい

とこがあるんですけれども、やはりそれ

をしていかないと、いつまでたってもい

かんやろうなと思ってます、努力してい

きたいと、そのように思っています。

○柴田委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　もう最後にさせていただき

ます。

　ちょっと誤解を招かんように、ちょっ

と最後申し上げたいと思うんですが、要

は、年齢層等を見て、摂津市から行かれ

る方ですわ、転出される方が、摂津市の
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教育がよくないと言ってるわけじゃない

んですね。じゃなくて、そういう年齢層

の方がよく出ていかれるということを考

えると、仮に原因がですね、仮にですわ、

住環境が余りよくないから出ていかれる

という方にしても、住環境がよくない、

でもね、摂津市の教育ええから残ろうか

と思っていただけることが大事ではない

ですかということなんです。

　そうなってくると、教育委員会の皆さ

んには、当然地道な活動していただくと

ことは確かな話ですし、その結果、摂津

市の子ども、これ理想かもしれませんが、

「摂津市の子どもたちは生き生きしてる

よね」と。例えば、「まち歩いてても物

すごく元気なあいさつしてくれるよね。

いつも笑顔でいるよね」となってくると、

親は、「ああ、何か摂津市の教育すばら

しいのかな」ということになっていく。

それはよくわかるんですが、それプラス

何かね、アドバルン上げろとは言いませ

んけれども、それぞれの施策をより効果

のあるものにするためにはイメージ戦略

要るんじゃないですかというお話なんで

す。

　要は、音楽祭にしてもそうであって、

いろんな取り組みをされておられる。そ

れはそれですばらしいことであり、これ

進めていただきたいと思うんですが、そ

の前にやっぱり、「摂津市の音楽祭はす

ごいんだよ」、「摂津市は音楽のまちな

んだよ」というイメージをつくっといて

やるのと全然違いますよねということが

言いたいわけでね。その点をぜひご検討

いただきたいなというふうに申し上げて、

質問を終わりたいと思います。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　前回でちょっと聞き漏らし

ておりましたので、お聞きいたします。

　補正予算ですね、６８ページの鳥飼西

学童保育室新築工事の入札差金で３００

万円ということなんです。これの中身を

少しお聞きしたいんですが、先ほど大阪

府の補助金の関係で、柳田小の学童保育

室、今年２，１００万円の予算が計上さ

れているわけですが、これの管理設計委

託でも２６８万７，０００円上がってる

わけです。３００万円というのは、かな

り大きな契約差金だと思うんですけれど

も、このことについてお聞きしたいと思

います。

　それから、ただいまの嶋野委員の質問

をお聞きしてて、やはり教育委員会、こ

の間の、やっぱり教育委員会のいろいろ

な取り組みの中で、摂津から出ていきた

くなってしまった、そういう人たちが大

変多くなったということもあると思いま

す。

　市民プールの廃止では、たくさんの子

育ての人たちが、署名を必死で集めて、

何とか残してほしいと、そういう声を上

げてこられたのに、危険であるからとい

う、財政面もあって、教育委員会として

廃止をね、やっぱり決定されたわけです。

その後の取り組みについても、市民の人

たち、特に子育てをしておられるお母さ

んたちは、ずっと見ておられると思いま

す。

　そういうこととか、今回の小学校の統

廃合の問題でも、地域の今、地域の力、

地域力コミュニティというふうにおっしゃ

いますけれども、やはりそういう信頼を、

やはり今回のこういう問題で、摂津の長

い歴史の中ではね、その一部分かもしれ

ませんけれども、これまでせっかく積み

上げてきた、そういう地域の力をね、今

回のこういう方針の中で、やっぱり崩れ

てきたということは、私はやっぱりある

と思うんですね。そういう点では、やっ

ぱり教育委員会がしっかりと信頼を回復
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していくためには、相当努力していただ

かないとだめだと思っております。いろ

いろ言いたいことあるんですけれども、

その点については、強くやっぱり要望し

ておきたいと思います。

　もう一つ、委員長にお願いなんですけ

れども、前回の嶋野委員が委員長のとき

ですね、統合にかかわって、味舌・味舌

東、三宅・柳田の工事が終わった時点で

ね、委員会として、きちんとやっぱりね、

視察というか報告を受けたいと。現地に

行って。そういうことで言いますと、三

宅・柳田については、まだ実現をしてい

ないんです。委員会委員のメンバーも変

わりましたけれども、ぜひこれはね、そ

のときにやっぱり約束していただいてる

わけで、教育委員会の方から、やはりそ

れをしたいというふうにね、待ってるわ

けです。

　これまでも、この委員会の中で、先ほ

ども答弁の中でありました、逐一報告を

していただきたいと。いじめ対策の問題

でありましたけれども、この間の、職員

の方が子どもの個人情報を紛失するとい

う、そういうこともありました。そうい

う中で、ファクスで通知が来るぐらいの

ようなことで、私はやっぱりこの文教常

任委員会に対してね、きちんとやっぱり

そういう大事なことを報告はちゃんとし

ていただきたいと。

　また言わなければならないのが大変残

念なんですけれども、「個人的に行った

ら」、「行ってもらってもいいですよ」

みたいなことを言われるとね、大変やっ

ぱり納得いきませんし、どういうふうに

工事が完成して、どうなったのかいうの

をちゃんとやっぱり見ておきたいですし、

また、ほかにも、耐震で問題のある部分

も、この委員会で指摘させていただきま

したけれども、個人で見にいくのはでき

ます。ただ、文教常任委員会としてね、

やっぱり今の学校の現場の施設の状況ど

うなってるのかというのも、委員会とし

ての独自の視察が、市外への視察がなか

なかない中で、やっぱり市内のことをもっ

としっかりと把握しておきたいと、そう

いうふうに委員として思っておりますの

で、正・副委員長で、ぜひよく相談して

いただいてお願いしたいと思いますが、

よろしくお願いいたします。

○柴田委員長　視察については、それは

委員長団で、経緯も含めて考えていきた

いと思います。

　質問に対する答弁、池上課長。

　池上課長。

○池上青少年課長　補正の分でございま

すが、学童保育室、鳥飼西学童保育室の

建築工事に係ります分につきましては、

当初２，０１６万円、工事請負費として

組んでおりました。それが設計をし、入

札した結果、１，６０６万５千円という

入札結果となりました。まだ工事そのも

のが済んでおりませんので、その差金と

しまして３００万円を減額補正として計

上させていただいているものであります。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　設計委託とか、そういうの

が最初に入りますよね。そういう中で見

積もってた金額と余りにも乖離が大きい

と思うんですよね。学童保育室の建設だ

けでも３００万円のね、このような契約

差金ということで。また決算のときにか

なりの乖離が出てくるんですね。今、仕

事をとるということで、契約差金が次々

出てくるということでね、かなり予算と

決算との乖離が出てくるんですけれども

ね、この辺のところの設計の見積もりと

いいますか、契約検査課でやってる部分

もあるでしょうけれども、担当のところ

で、ある程度は出るわけで、そこのとこ
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ろについて、もう少しお聞きしたいと思

います。なぜこんなに金額が大きくなっ

たのかについて。お願いいたします。

○柴田委員長　それ、課長答えられます

か、契約差金。

　川口委員。

○川口委員　５００万円出てきたら、ま

たそれ契約差金ですって言うてしまうわ

け。いつまでの段階、この小学校の統廃

合の問題でもそうでしょ。どんどんころ

ころ金額変わってきたわけでね。

○柴田委員長　羽原部長から答えてくだ

さい。

○羽原教育総務部長　ちょっと鳥飼西小

学校の今回の学童保育室について具体的

にということじゃなくて、建築等の工事

に係る契約差金の問題ということでお答

えしたいと思います。

　これはご存じのとおり、どんな工事で

あるにしても、やはり、まずきちっと設

計をし、その中で見積もりを立てていく

という行為をしていきます。それが当然、

予算に反映していくわけですけれども。

　市の方は、一定の工事それぞれ基準と

なるような単価見積もりをやりますので、

これまでのいろんな実績、それから現在

の建築物価等を踏まえて、教育委員会の

方でも建築の担当の方と詳細に打ち合わ

せをしながら最終的な設計をし、予算を

計上していきます。

　ただ、現実にそれを入札にかけますと、

そのときの市場単価であるとか、労働賃

金の動向によって、そこからまた数字は

動いてきますので、金額、多い少ないは

当然あるでしょうし、その時々の情勢が

ありますから一概には言えませんけども、

物価が下落をし、労働単価が総体的に安

価な状況であれば、やはりかなりの金額

の差が出てくると。

　逆に言いますと、現状のように建築資

材が高騰をし、労働賃金が上昇する傾向

のときであれば、そんなに大きな差が出

ないというようなこともあろうかと思い

ますし、これはもうそのときの社会情勢、

物価動向等によって入札単価が変わって

きますので、基準をもって設計をし、予

算は計上しますけども、入札そのものは

そのときの状況によって、やっぱりかな

り影響されるということと思いますから、

場合によったら大きな差が出てしまうと

いうのもあるのかなというふうには考え

ております。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　今ご答弁いただきましたけ

れども、契約単価というのは今、反対に

上がってると思うんですよね。そういう

中で、学童保育室だけでも３００万円も、

こんなに差金が出るという、３００万円

あったらいろんな事業できますよね。私

が言いましたフレッシュコンサートでも、

もっと増額できると思います。

　そういう点で言うと、見積もりの段階

とか、それから建築課とのね、そういう

中で、やっぱりこの小学校の統廃合の問

題でもそうでしたけれども、余りにもね、

どういうふうに見積もりを上げてるのか

なって、やっぱりびっくりするぐらいの

状況があると思うんです。だから、本当

にしっかりと、やはり見ていっていただ

きたい。今後もいろんな耐震補強工事で

あるとか、そういうのも出てくるわけで

すよね。建築にかなり、またこれからも

お金が要るわけでありまして、やっぱり

予算でしっかりと見ていくということで、

きちんと精査をしていくように、前にも

業者の言い値みたいになってしまわない

ようにですね、ぜひしっかりと情報を集

めていただいて、きちんと精査をしてい

ただくように要望しておきたいと思いま

す。
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○柴田委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時４７分　休憩）

（午後　１時　１分　再開）

○柴田委員長　それでは、午前中に引き

続いて、再開いたします。

　議案第２３号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　奥田生涯学習部長。

○奥田生涯学習部長　議案第２３号、摂

津市立スポーツセンター条例制定に件に

つきまして、補足説明を申し上げます。

　なお、議案参考資料といたしまして、

摂津市立スポーツセンター条例施行規則

案を議案参考資料（条例関係）の１ペー

ジから３ページに掲載いたしております

ので、あわせてご参照くださるようお願

い申し上げます。

　小学校の統合に基づき、味舌小学校、

三宅小学校の体育館は、公の施設として

スポーツセンター条例を制定し、市民ス

ポーツの振興を図るため恒久利用に供し

ますとともに、災害時の避難所として活

用してまいります。

　また、運動広場は、スポーツセンター

の附属施設として位置づけますとともに、

平成２３年３月３１日までの３年間、市

民の暫定利用に供するものであります。

　それでは、条文に沿ってご説明申し上

げます。

　条例第１条は、摂津市立ましたスポー

ツセンターと摂津市立みやけスポーツセ

ンターの設置について定めるとともに、

スポーツセンターの附属施設として、平

成２３年３月３１日までの間、運動広場

を設置することを規定しております。

　第２条、管理運営については、教育委

員会が行うものとします。

　第３条、開館時間については、午前９

時から午後９時までとします。ただし、

委員会が必要と認めるときは、変更する

ことができるものとします。

　第４条、休館日については、１２月２

９日から翌年１月３日までとします。た

だし、委員会が必要と認めるときは、臨

時に開館、または休館できるものとしま

す。

　第５条、使用の許可について、スポー

ツセンターを使用、もしくは変更使用し

ようとするときは、委員会の許可を受け

るものとします。

　第６条、使用の制限について、委員会

は、公の秩序を乱し、善良の風俗を害す

るおそれがあるとき、施設または設備を

損傷するおそれがあるとき、営利を目的

として使用するおそれがあるときなどは、

使用を許可しないことができるものとし

ます。

　第７条、使用許可の取り消し等につい

て、委員会は、使用者が許可目的以外に

使用し、または許可条件に違反したとき

などは、許可を取り消し、または使用の

中止を命ずることができるものとします。

　第８条、権利譲渡等の禁止について、

使用者は、スポーツセンターの使用権を

他人に譲渡し、または転貸ししてはなら

ないものとします。

　第９条、使用料の納付について、使用

者は、市長が後納を認める場合を除き、

使用料を前納するものとし、使用料は３

０分につき２５０円とします。市外の利

用者は、他の社会体育施設と同様に、そ

の２倍に相当する額とします。

　なお、運動広場は無料といたしており

ます。

　第１０条、使用料の減免について、市

長は、公益上その他特別の理由があると

認めるときは、使用料を減免することが

できるものとします。その減免内容及び

減免額については、摂津市立スポーツセ
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ンター条例施行規則（案）第７条に記載

いたしておりますが、第２号の市内の中

学生以下の団体が使用する場合、第３号

の市内の自治会、ＰＴＡ等またはこれら

で組織する実行委員会が公益上の目的で

使用する場合は、学校施設等の使用に係

る減免と同様に、全額免除といたしてお

ります。

　第１１条、使用料の不還付について、

市長が特に認める場合を除き、既納の使

用料は還付しないものとします。

　第１２条、原状回復義務について、使

用者は、委員会が認めた場合を除き、使

用した施設または設備を速やかに原状に

回復するものとします。

　第１３条、損害賠償義務について、使

用者は、委員会が特に認めた場合を除き、

故意、または過失により施設設備を損壊、

または滅失したときは、それに伴う損害

を市に賠償するものとします。

　第１４条は、必要な事項は教育委員会

で定めるとした委任規定であります。

　附則といたしまして、この条例は、平

成２０年５月１日から施行いたします。

　以上、条例制定内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○柴田委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　質疑のある方。

　川口委員。

○川口委員　まず、スポーツセンターと

いうふうに、ました・みやけスポーツセ

ンターと名前をこういうふうにされた理

由ですね。どういうところで相談されて

決められたのか、お聞きしたいと思いま

す。

　これは小学校の統廃合にかかわる部分

で、体育館をスポーツセンターにという

名前で使っていこうとするものです。統

廃合のときには母体校の名前を重視する

と、そういうようなことで三宅柳田小学

校であるとか、味舌東がなくなって味舌

小学校という名前にされました。そうい

うところから見たときに、地域の人たち

のいろんなお気持ちもあると思うんです

けれども、どういうふうにして決められ

たのか、議案を出してこられるに当たっ

て、そのことについて、まずお聞きした

いと思います。

　それから、体育館については恒久利用

ということなんですが、運動場について

は暫定利用ということで、２３年の３月

３１日までの間ということになっており

ます。これは、教育委員会としては、こ

うせざるを得なかったのかどうかですね。

そのこともちょっと確認をしておきたい

と思います。

　それから、三宅小学校の廃校に伴う体

育館使用の申込日の変更に関する要望と

いうのが、この議会が始まる前に届けら

れておりまして、こういう要望１，００

０筆の署名が添えられて出されてきてお

りますけれども、これについては、当然、

これまで学校の開放委員会で借りておら

れた、特にこの学校のＯＢの方たちを中

心としたこういうクラブがあるというの

は、もう多分教育委員会でもわかってお

られたと思うんですけれども、全く同じ

ような形で、この使用の方法をされると

いうことで、改善をするという報告受け

ておりますけれども、この中身について

も、ちょっとお聞きしておきたいと思い

ます。

　まず、それだけお願いします。

○柴田委員長　それでは、その３点につ

きまして、中岡次長。

○中岡生涯学習部次長　名前のことでご

ざいますが、私ども、まず体育館として

体育館条例がございます。その体育館条

例の中に入れるということも、内部でも
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検討しましたが、しかし、運動場という

附帯設備というのがございまして、そこ

に入れにくいだろうということで、学校

開放の関係の規則もありますから、そこ

に別途条項等を設けられないかというよ

うな検討もしました。

　しかし、今回新たな形で二つの施設を

条例化する方が、他の条例、規則等に影

響がないだろうということで、させてい

ただきました。

　それから、運動場の２３年までのこと

でございますが、やはり摂津市の財政事

情は、委員ご承知のように、経常収支比

率は１１年ぶりに１００を切ったという

状況ではございますが、依然として実質

公債費比率はその制限値を超えておりま

すし、まだまだ不透明なところもござい

ます。跡地利用、校舎も含めた土地利用

について、まだ一定、最終的な結論も出

ておりませんので、この間、知恵を絞り

まして、土地活用については、この間、

全体的には暫定使用という形で運動場を

使用をし、この間、決めていきたいとい

うふうなことで、そういう表現にさせて

いただきました。

　３点目の要望の件でございますが、私

どもの方も、説明会に寄せていただいた

ときに、やはり一番の皆さん方の関心事

は、申し込み方法がどうなるんだという

ことが大きな関心事でございました。利

用日は、当然、休みなしでやらせていた

だきますし、時間帯も９時から９時まで

ということで延びます。しかし、申し込

みが従前のような学校開放運営委員会に

申請、一度に１０枚、１０件分書けるよ

うな様式になってるんですけれども、そ

ういったものを３カ月単位に出していた

だいておるのが原状ですが、そういった

形が変わってくるというご説明をしまし

た。

　じゃあ、それは困るというようなご意

見も多くございましたので、味舌・味舌

東と三宅の両方とも行かせてもらっても、

やはり申し込み方法、それから申し込み

場所が、ふれあいルームというところで

させていただくというお話も当時させて

いただきましたので、遠いなというよう

なご意見もございました。その２点が大

体大きな違い点が出てきてましたので、

これを何とか要望にこたえるような形で

検討していきたい、というふうに考えて

おります。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　答弁漏れてるんじゃないか

な。校名の関係でね。

○柴田委員長　校名のことについて。中

岡次長。

○中岡生涯学習部次長　センターの名称

は、私ども体育館条例のところには入れ

られないというようなことでしたので、

他市さんにおいても、そういったスポー

ツセンターという名前ありますので、そ

れに「ました」、「みやけ」という冠を

つけて、漢字、平仮名というところがご

ざいますが、やはり、だれでも読める、

親しみやすい、そういったところを重視

して平仮名で名前をつけさせていただい

たということでございます。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　全然、答弁になってないと

思うんですけどね。統廃合するときの話

も含めて質問しておりましてね。母体校

の名前を重視するということで統廃合に

なって、そこの体育館を命名するという

ときに、一体どこでどう相談したのかと

いうこともお聞きしております。地元の

人たちであるとか、地元の人たちが使っ

ていかれるということも多いと思うんで

すよね。緊急時には、避難場所にもなる

ということでなっておりますよね。そう
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していきたいということで、跡地利用検

討会議の報告書の中にも、そういうふう

にか書かれてるわけですよね。それで、

なぜそういう親しみやすいとか、そうい

うことで、だれに一体、どういうふうに

相談をされて決めたのかということをお

聞きしております。２回質問させないで

ください。

　それから、スポーツセンターというそ

のイメージなんですけれども、摂津でス

ポーツセンターって名前つくのは、今回

初めてなんかなと思うんですけれども、

さきの予算のところで、器具費で言うと

１６０万円、臨時職員の賃金であるとか、

修繕料１，５００万円ということで、修

繕しはる部分はおっしゃっておられまし

たけれども、スポーツセンターと名前つ

くと、どういうイメージなんでしょうか。

　体育館の条例があったけれども、運動

場があるから、運動場の附帯設備がある

ので、新たな形で条例化したとおっしゃ

いましたけれども、スポーツセンターと

いう名前をつけるに当たって、大体どう

いうのを整備して、スポーツセンターと

してね、活用できるというふうにされよ

うとしてるのか、もう一回確認したいと

思います。

　さっきも言ったんですけどね、この統

廃合するときに、教育委員会がね、地元

のそういうＰＴＡの皆さんや地元の人た

ちのそういう気持ちをね、やっぱり酌み

取った中で、いろんな教育委員会にした

ら統合校にシフトした感じでね、いろん

な充実ということでうたっておられます

けれども、ここにスポーツセンターとし

て残していくということでいったときに、

校名からしても、名前からしても、そう

いう、これまでの気持ちに思い至らなかっ

たのかということで、大変、何かもう、

ちょっとがっくりくるわけですけれども、

この名前の決め方からも含めて、もう一

回ね、どこでどう相談されたのか、地元

の人たちにもですね、何もこの相談され

なかったのか。スポーツセンターのイメー

ジ、どんなふうにやっていこうと中身し

ていくのかということですね。

　それから、ＰＴＡのＯＢの皆さんたち

がこれずっと使っておられて、今までと

同じように、開放委員会と同じような形

で使いたいという要望が出てきて、この

１年間に限りですか。それは、もう決め

はったんですよね。その報告あったかな。

１年間。どういうふうにね、やっぱりこ

れまで借りられた方への激変緩和策とい

いますか、そういうのについても、やっ

ぱりきちんと。思い至らなかったことが

大変、私は何か残念なんですよね。

　またこんな感じかなと思ったりしてる

んですけれども、耐震の問題は、さっき

質問してますからね。そういう点でも大

変お粗末であるというふうに思っており

ます。同じ充実するに当たっては、もっ

ときちんと地元の人たちの意向も、聞か

れたんやったら聞いたとおっしゃってい

ただいたら結構ですけれども、そこのと

ころ確認をしたいと思います。

○柴田委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　名前につきまして

は、味舌、三宅という校名がございます。

しかし、例えば、味舌体育館というのが

現実にございまして、体育館というのは、

やはり名前の混同になるので、具合が悪

いというふうに我々は考えたところでご

ざいます。そうすることによって、それ

から、やはり子どもから、特に運動広場

の利用等は、例えば味舌では子どもの利

用が多い、こども会の利用が多いという

ことも含めまして、平仮名にさせていた

だいたところでございます。

　それから、今、名前を地元に聞いたか
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ということでございますが、それについ

ては、学校跡地に係る説明会、例えば、

私、持ってる８月３１日ですね、それか

ら運営も含めて、学校施設の開放委員会、

これもですね、複数回数行っております。

そんな中で、個々に聞いたわけではござ

いませんけれども、地域の人から出てき

た要望等については、十分その中で検討

させていただいているということでござ

います。

　それから、スポーツセンターのイメー

ジということでございますが、先ほども

申しましたように、体育館というのは、

別に名前が混同するということもありま

して、スポーツセンターにさせていただ

きました。

　やはりスポーツセンターというのは、

これは運動広場も含めた体育館というの

がですね、他市においても一般的にござ

いまして、それで他との混同を避けるた

めにスポーツセンターという名前にさせ

ていただいたところでございます。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　混同を避けるためにスポー

ツセンターとしたと、そういうことなん

で、中身は体育館であるということで、

あれですけれど、スポーツセンターとい

う、ちょっと格好いい感じしますよね。

体育施設の充実なんかは、もっとやって

いくおつもりなんでしょうか。そのこと

と。

　それから、体育館条例と開放にかかわ

る部分で、前に一般質問か委員会でやっ

たことあると思うんですけれども、いろ

んな団体への減免ですね。減免の規定が

少し違うんですよね。そこのとこら辺は

精査していただいて、もう一致できるよ

うにすべきじゃないかなと前にも申し上

げておりますけれども、そういう点につ

いては、今後、どうですか、検討できま

すか。減免のね、ちょっといろいろ、民

間の幼稚園が運動会をされる、保育所が

運動会されるときに、鳥飼のスポーツグ

ラウンドを借りる場合と学校の運動場を

借りる場合と、同じ福祉団体であるにも

かかわらず、少し減免の中身が違ってる

というのがあります。そういうとこら辺

とも含めて、これ、検討されてるのか、

お聞きしたいと思います。

　それから、８月３１日の説明会や開放

委員会ということなんですが、この議案

が出てきてから、例えば、三宅のバレー

ボールをしておられるママさんバレーの

方たちからとか、それから地元の方たち

からも、このことについていろいろ要望

が出てまいりました。こういう点で言う

と、何かこの今、十分に要望は聞いたと

いうふうに部長おっしゃいましたけれど

も、やっぱり話し合いというか、少しやっ

ぱりそういうのを、こういうふうにしよ

うと思ってるというような丁寧な対応が

できてなかったんではないかなと思うん

ですけれども、確認をしたいと思います。

○柴田委員長　それでは、この２点です

けど、中岡次長。

○中岡生涯学習部次長　充実については、

小学校の体育館をスポーツセンターに変

えるわけですから、広さそのものは、や

はりほかの正雀体育館、味生体育館とい

うような一般の体育館と違いますので、

やはり競技種目に限りがあるのは、これ

は仕方がないことでございますが、その

範囲内でできる種目については、我々と

してはそういう用具類等も含めて充実さ

せていきたいというふうに考えてます。

　それから、減免の規定のお話がござい

ましたが、基本的に学校開放を現在やっ

ておる形、これを料金体系とか含めて、

移動させて、同じ減免体系ですね、そう

いったものをさせていただいております。
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　他の体育館、あるいはスポーツ広場と

か青少年広場のような減免規定も今、違

うんじゃないかというところございます

が、それぞれやはり施設の特徴もござい

ますので、基本的にはほぼ中学生以下で

構成される団体では全額無料とか、ある

いは自治会とかＰＴＡ等で組織される実

行委員会等々の場合は、これも全額とか、

社会教育関係団体とか、福祉関係団体の

使用される場合は４割とかというような

基本的なところはほとんど変わっており

ませんので、ご理解いただきたいと思い

ます。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　味舌体育館なども、監査を

していましたときに、実際、監査に行き

まして、大変老朽化とかが激しいという

こともわかったわけですよね。そのとき

に、かなり補修が必要であるという、そ

ういう指摘がされております。そういう

中で、やっぱりこの施設の充実は、さら

に進めていっていただきたいと要望して

おきたいと思いますけれども、このスポー

ツセンターという名前、名前が混同する

から分けただけで、実際は学校の体育館

と今までと同じような感じですというこ

となんですけれども、やはり学校のこれ

までの体育館とは違うね。やっぱりスポー

ツセンターと名前をつけた以上、今は混

同するからというふうにおっしゃいまし

たけれども、やはりもっときちっと充実

できるように、予算はきっちり取って増

やしていただきたいなと、そういうふう

に思います。

　それから、名前につきましては、十分

ではなかったというふうにやっぱり思い

ますけれども、そのことはお答えいただ

きましたかね。不十分であると。開放委

員会とか８月３１日の説明会でやったけ

れどもって奥田部長おっしゃいましたけ

れども、こういう要望が出てきてて、そ

の答弁なかったですよね。もう一度お願

いします。

○柴田委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　三宅地区に限定し

た話をさせていただきますと、１９年１

月に地域住民の願いを反映した三宅小学

校跡地の活用を求める要望書というのを

いただいております。それを踏まえた形

の中で、先ほど言いました学校の跡地利

用に係る説明会をさせていただき、また、

小学校の体育館、あるいは運動場の利用

については開放委員会で話し合いをさせ

ていただいたということでございます。

その中では、このこと、あのことという

ふうな内容ではなしに、包括的に地域の

方のご要望をいただいてまいったところ

でございます。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　統廃合するときに教育委員

会が言ってこられた、母体校を尊重して、

わざわざ味舌東をやめて味舌小学校にし、

三宅小学校の名前も三宅柳田というね、

そういう名前を残したわけですよね。そ

ういうそれまでの話し合いの中で、やは

り要望書が出てきて、こういう方向性を

決めるときに、地元の人たちのそういう

気持ちがなぜ酌み上げられなかったのか

という、そういうことについて、大変やっ

ぱり残念やなと思ってるんですが、そう

いうことについては何も感じられないの

かですね。

　この議案が上がってきたときに要望が

出てまいりまして、体育館の名前につい

ても要望が出てくるというのは何でです

かと聞いております。何でですか。

○柴田委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　今ご質問ありまし

た、例えば三宅の学校開放のクラブの方

からご要望を２月の２０日にいただきま
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した。その要望の内容は、大きく分けて

二つございます。一つは、受付を３カ月

単位にしてほしいというのと、あとは１

年ぐらい暫定期間が欲しいという、こう

いうふうなご要望をいただいたところで

ございます。

　したがいまして、当方では、そのよう

な要望については真摯に検討して、前向

きにこたえていこうというふうに考えて

いるところでございます。

　先ほど委員おっしゃってるんですけれ

ども、私どもは、先ほど来言ってますよ

うに、三宅小学校区からのそういうふう

な要望書なり、あるいは学校開放の委員

会での説明会等を通じて、地域の要望等

については踏まえてきたというふうに思っ

ているところでございます。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　説明会は、いつごろされた

んでしょうか。だから、私さっき言って

ましたように、議案が出てきた後の段階

で、地元の人たちから、なぜ漢字にしな

かったのかというね、こういう本当に素

朴なね。漢字にね、何で平仮名にしたの

かというような声が出てくるということ

がね、なぜなのかと思ってるわけです。

こちらに来てるわけですよね。そういう

ことについて、十分に開放委員会である

とか、いつされたんですか。名前のこと

についても、スポーツセンターにします

ということについても。予定しておりま

すぐらいは伝えておられると思うんです

けれども、そこのところだけ確認をした

いと思います。

○柴田委員長　どうです。中岡次長、答

えてください。

○中岡生涯学習部次長　開放委員会への

協議の説明は、１月１２日、三宅小学校、

１月１７日に柳田小学校、１月２４日、

味舌・味舌東小学校へ、講堂でさせてい

ただいております。

　ただし、味舌・味舌東小学校に関しま

しては、１１月か１２月だったときに、

まだ何も決まってないときに寄せていた

だいて、委員さん、味舌東と合同で委員

会を取り組んでおられましたので、出席

要請を求められましたので出席して、ま

だそのときは方向も決まっておりません

でしたので、我々としては学校を残す方

向でお願いしておりますというようなお

話をしたことを記憶しております。

　こういう方向が見えてきたのは、今言

いましたように年明けからの３回でござ

います。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　年明けのこの１月に、こう

いう名前でスポーツセンターとしてやり

たいという説明を開放委員会でされてる

わけですか。開放委員会というのは、そ

この体育館を利用されている方たちだけ

ですから、地元に説明したということに

はならないと思います。私は。さっきか

ら質問何回もしてますように、なぜこう

いう議案が上がった後で、地元からこう

いう声が出てくるんですかって言ってる

んです。そのことについて、中岡さん、

１月１２日、１７日、２４日、それぞれ

説明したとおっしゃいますけど、今、私

たちが出されているような方で、もう説

明をされておられるんですか。

○柴田委員長　暫時休憩します。

（午後１時３２分　休憩）

（午後１時３５分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　川口委員、もう一度質問してください。

○川口委員　２月２０日付で、三宅小学

校の廃校に伴う体育館使用の申込日変更

に関する要望が藤浦議長あてに出ており

ます。

　これについても、先ほどの説明で、１
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月１２日、１７日、２４日、開放委員会

で説明会を行ったと。そういう中で、やっ

ぱり納得いっておられないわけですよね。

だから、こういう要望書が２月２０日付

で上がってくるわけです。このことにつ

いても一つ、地元のこういう人たちの声

を聞いてきたのかということが一つです。

　それから、この議案が出てきてから、

私たちのところに、この平仮名の名前、

名称について、いかがなものかという声

が届いてきております。これは要望書と

しては届いてきておりませんけれども、

そういうことで要望が上がってきており

ます。そういうことについても、これま

での統廃合するときに、小学校の名前に

ついても母体校の名前を尊重する。１３

０年の歴史を持つそういう小学校を統廃

合するんですから、学校名について、読

みにくいとか、そういうことをおっしゃ

いましたけれども、ほかとの違いを区別

するなんていうことをおっしゃいました

けれども、これまでの統廃合のときに、

そのときの地元の人たちの気持ちとかで

すね、そういうところになぜ思い至らな

かって、こういうことになったのか。た

だ、混同するから分けただけ。もう本当

にお粗末な中身であります。決め方も。

そのことの二つの点についてお聞きをし

てるんです、先ほどから。

　なぜこの議案が上がってから、地元か

ら、この名前のことについてまで出てく

るんですかっていうふうに、一つもお聞

きしておりますので、その二つについて

端的にお答えください。開放委員会で十

分説明したとおっしゃったから、奥田部

長が。なぜ２月２０日付に、この使用料

の仕様とか申し込みについての要望書が

上がってくるんですかって聞いてるんで

す。一つはね。もう一つは名前の問題で

す。

○柴田委員長　教育長。

○和島教育長　ちょっと私の方から追加

でお聞きしときたいんですけれども、名

称についても、議案が出てから疑問の声

が上がってきたと言われてますので、正

確にお答えしようと思えば、いつにそう

いう要望が、要望書としてはないにして

も、委員の方にいつの時点でそういう声

があったのかいうことを、まずお聞きか

せいただきたいと思います。時間的な問

題がありますんで、その辺を正確に言っ

ていただかないと。

　要望書の方は２月２０日ですから、こ

のことについては、お聞きした内容をこ

の条例の中で入れていく。それで、あと

運用の中で要望にできるだけこたえてい

くいうの考えです。私たちとしたら、やっ

ぱり地元からの要望、使い方についての

要望、受付とか、運用方法とか、そうい

うことについては、これからずっと十分

配慮しながらやっていきたいという基本

的な考え方持ってるわけですよ。そのベー

スになるのが、この条例だと思ってます。

あと規則がありますね。そういう中で対

応していけると思ってます。

　ですから、むしろ私は、議案が出てか

らそういう地元の声が上がってきたと言

われるんでしたら、それがどの時点で上

がってきたのか。私は、先ほど休憩のと

きにお話ししましたけれども、この文教

常任委員会が始まる１０分ぐらい前にお

聞きしたいうのが事実でありますから、

そのことで、どういう対応なんだと言わ

れたら、その辺をはっきりしていただか

ないと、川口委員は、どの段階でそれを、

誰から聞かれて、どう動いてこられたの

かいうことを、その辺が不明であります

ので、よろしくお願いします。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　さっきから言ってるように、
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統廃合のときに振り返って、学校体育施

設を残すいうことになったわけです。今

回スポーツセンターというふうに出して

こられたわけです。そういう中で、やっ

ぱり母体校の名前残すということで、普

通に教育委員会がね、そういうことをそ

のまま継承するんであれば、普通は漢字

で出してくるのが、やっぱり地元の人た

ちの声を大事にして学校名まで変えた。

そういうことの精神が生かされないんで

すかという、そういうことを名前の件に

ついてはお伝えしております。

　この要望が上がってきたというのは、

他党の議員の皆さんからも、名前につい

て地元の意向を受けられて、委員会が始

まる、私もその直前であります。

　先ほどから聞いてます統廃合にかかわっ

て、母体校の名前を尊重するとまで、こ

の中にも書いてますよ。この適正配置計

画。そのことが、なぜ生かされなかった

のかということをお聞きしております。

○柴田委員長　和島教育長。

○和島教育長　この問題、統廃合のとき

の説明会とか、私がずっと担当いたして

おりましたんで、経過をよく知ってます。

　それで、やはり、あのときの地元の方

からお聞きしてたんは、今の名前の話も

あるんですけど、「やっぱり体育館を残

す」、「地域コミュニティとして活用す

る場を残していただきたい」とか、いろ

んなそういう要望がありました。そのこ

とについては、今、市の方で、小学校跡

地施設等活用方策検討委員会で、ずっと

検討を続けてきてますけれども、その議

論の中で、教育委員会が地元からお聞き

してきた話はすべて伝えています。

　そういう中で、現在、体育館は恒久的

に残しましょう。グラウンドについても

２３年まで、暫定利用だけども、とりあ

えず使っていただきましょう。活用方法

についても、皆さん方のご意見を聞いて、

うちの方でできる範囲のことを条例の中

でも整理して、やっていこうということ

になってきたわけです。

　最後に残ってきたのが、今の名称の話

ということになるんですけれども、その

ことにつきましては、さっきから説明し

てますように、それで配慮が足りなかっ

たと言われれば、それ以上、私お答えす

るあれはないです。そういうご批判があ

れば受けたいと思いますけれども、ただ、

それが今おっしゃってますように、さっ

きお聞きしたら、川口委員がお聞きになっ

たのも文教常任委員会の始まる１０分ぐ

らい前やったということです。それでし

たら、もうちょっと早く、私たちがそう

いうことを知ってたら、そういうことも

あってんな、その辺がぬかってたな、そ

の辺をもう一遍検討せんといかんなと、

いうこともあったかもしれません。おっ

しゃってる、「こうしてほしい」という

お気持ちも十分、私、理解いたしており

ますけれども、そういう中で、教育委員

会の対応が非常にまずかった、配慮が足

りなかったと言われたら、そのご批判は

お受けします。

　ただ、これ以上お聞きされても、それ

以上、私としてはもう答えようがないと

いうのが、本当のところでございます。

○柴田委員長　川口委員よろしいですね。

　それでは、川口委員の質問はこれで終

わります。

　次、森内委員。

○森内委員　今、川口委員の方からも、

ネーミング等、いろいろと質問があった

わけなんですけど、根底的にやはり統廃

合に至るまでの経緯というものをやっぱ

り大事にしなければならないんじゃない

かなと思います。特に、地域の思いとい

うものは重いものだと思っております。
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　それで、今回このネーミングについて

も、スポーツセンターというような形に

なるんですけれども、一般の市民の方に

しますと、スポーツセンター新しくでき

たんかなというイメージを持つんですね。

　例えば、既存の体育館、グラウンド、

何も変わったことはないというのが実際

のことなんですね。その辺のところもま

だ認識されておらないでしょうし、これ

からも我々が認識してもらうように、こ

ういう形で残っていきますという一つの

方策であるということを、これは我々も

含めて啓発しなければならないんですけ

れども、しかし、一番重きに置きたいの

は、この味舌、三宅という漢字を、わざ

わざ平仮名にしたというところは、どこ

で、どういうふうな形で、こういうふう

になったのかということ、これはまず１

点お聞きしたいんです。

　それと、施設開放委員会の中で、やは

り二つの委員会が一つになるということ

になりますね。例えば、味舌小学校区の

開放委員会の中で、いろいろな団体があ

ります。これが今、味舌東と統合になっ

て味舌という形になります。三宅も柳田

と、三宅柳田という形になります。それ

までの、やっぱり両校における説明いう

のは、これは案外不十分だったんじゃな

いかなと思います。それが、この三宅の

小学校区の開放委員会の２月２０日に要

望が出てきて、今まで優先的いうたらい

かしいですけど、やはり学校の施設の中

で、いろいろＰＴＡとかそういう団体が、

恒久的に使えるというようなんがあって、

現在に来てる。

　それが突然、突然と言ったら、なぜ突

然かと言いますと、開放委員会にも、こ

ういう形になりますよということで、今

まで統合するときのいろんな検討委員会

の中に、その開放委員会の団体さんが入っ

てなかったんですよ。それで、決まって

から説明をしたというような経緯もあり

ますんで、この辺のところはやっぱり教

育委員会としても、ぬかってた点がある

と思います。そういう意味で、今後、や

はり暫定的措置と申しましょうか、いろ

いろな対策を考えていただきたいと思い

ます。

　条例化になってしまいますと、条例が

優先ということで、ある程度、しんしゃ

くできるところは少なくなるかもしれま

せんけれども、そこはやはり統廃合の経

緯もありますんで、十分に配慮していた

だきたいなと思います。

　それと、この施設をですね、やはりリ

ニューアル、今後、考えておられるのか

どうかですね。今、一般資産で総務防災

課がほかの施設、例えば、教室にしても

管理するわけですから、これの兼ね合い

ですね。

　例えば、体育館ももともとは、今現在、

教育施設から離れております。その辺の

ところの兼ね合いですね。例えば、体育

館とか教室も併用する場合に、どういう

ふうな手続をとったらいいのかと。それ

と受付についても、今度は、ふれあいルー

ムということなんですけども、ふれあい

ルームで、味舌と三宅のスポーツセンター

は受付もやりますよと。しかし、ほかの

施設もできないんですかといったときに、

これはどうなるんでしょうか。その辺も

含めて、特にこの名称のときにですね、

スポーツセンターは先ほど答弁もされて

おりましたけども、なぜ地元がですね、

やはり地元を優先的に、いろいろ地元と

いう中で、漢字を平仮名にされたか、こ

の辺のところは、私、納得いかないんで

すよ。その辺のところも含めて、ご答弁

いただけたらなと思います。

○柴田委員長　それでは、中岡次長。
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○中岡生涯学習部次長　漢字の件が出て

おりますが、私ども他意はございません。

読みやすい、親しみやすい、だれでも読

めるというふうに考えました。１年生で

は平仮名、片仮名を学ぶわけですので、

「味舌」というのは、「あじした」とか

「みした」とかいうような、我々、電話

で問い合わせあるときも、そういうよう

なことを聞きますし、だれでも読んでい

ただけるよう名称にしたいなということ

で考えました。

　それから、リニューアルの件がござい

ましたが、リニューアルにつきましては、

設備そのままを私ども引き継ぐわけです

から、学校施設から社会体育施設として、

我々の方に体育施設としていただくわけ

ですから、どういうふうな利用方法があ

るかということ、本当に制限がございま

す。

　正直申し上げまして、新しい施設建て

てほしいのが我々の本音でございます。

しかし、市全体のことも含めて我々の方

で受け持つわけですから、予算をそこへ

投入し、設備改善もし、使いやすい、喜

んでもらえるような施設にしていきたい

と考えております。

　受付の件でございますが、今、体育館

の方につきましては、現地の体育館で受

付を行っておるんですが、このスポーツ

センターにつきまして、まだそこまでで

きかねますので、当面ふれあいルームの

方で受付をしていきたいというふうに考

えてます。

　しかし、やはり不便をかけますので、

私どもの方といたしましては、できるだ

け早く、現地、要は今度のスポーツセン

ターの現場で申し込みできるような体制

をとっていきたいと。これは財政の方も

伴いますし、人的な問題も絡んできます

けども、そういう形をとっていきたいと

いうふうに思っております。

　もちろん、ちょっと質問から外れるか

もわかりませんが、管理体制としては、

かぎのあけ閉め等ありますので、その管

理人として委託をする予定もしておりま

す。

○柴田委員長　奥田生涯学習部長。

○奥田生涯学習部長　補足説明させてい

ただきます。

　先ほどのご質問の中で、２月２０日の

要望等を踏まえる中で暫定措置云々とい

うご質問もございましたけれども、私ど

も、この２月２０日でいただいた要望書

のみならず、地域の学校開放の委員会、

あるいはまた説明会等でいろんなご意見

をいただいております。できるだけその

ご質問にこたえていきたいというふうに

考えております。

　したがいまして、暫定措置についても

前向きに考えていきたいと思っておりま

す。

○柴田委員長　森内委員。

○森内委員　運用については、やはり地

元の今まで開放委員会の中で活動されて

いた方をできるだけ優先してあげて、や

はりあったもんがなくなるということの

ないようにお願いしたいなと思います。

　それと、やはりこのネーミングについ

ては、やっぱり地元の意向を重視すると

いうことで、今まで統廃合に至るこの経

緯からいきますと、ちょっと安易にネー

ミングされたんじゃないかなと思います。

そら平仮名の方が読みやすいというんで

すけれども、先ほど、教育長も、家庭に

は活字があった方がいいと。活字でも、

やっぱり漢字があれば、お父さん、お母

さん、「これ何と読むんですか」と。例

えば、味舌というのが、ましたと一回読

めば、「あ、こういう字は」ということ

で覚えていくんですよ。そういう意味で、
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これはやっぱり伝統とか、その地域の名

前いうものは残していかなくちゃいけな

いと思います。

　例えば、今度、味舌小学校と味舌東小

学校が統合して味舌小学校になるんです。

これ「ました」と平仮名になることはな

いんですよ。やはり地域を大事にすると

いう。ましてや、今の味舌小学校は、そ

の地域の中で、まだ建物としては小学校

のそのままの建物なんですよ。一般の市

民にしては、あの建てもんがある以上は、

それが一般財産でどこが管理しようが、

学校は学校の建てもんやいう感覚しかな

いんですよ。そこのとこは、やっぱり教

育委員会きちっと認識してもらわんとね、

いけないと思うんです。

　これが、例えばリニューアルしてスポー

ツセンターになったというんであれば、

これはこの名称でいいでしょうけど、ま

た新しい名称を募集してネーミングする

とかいうのもいいでしょうけども、やは

り今までの統合に至るまでの経緯からい

きますと、やはり漢字というか、地域の

名前を残すというのは、これは私は大事

だと思うんですよ。その辺について、こ

れを、どこで、どう決められたのか。

「他意はございません」というような答

弁では、これはどないもいかんのですよ。

やはり、こうこうこういう理由で読みや

すいからじゃなしに、やはり今までの経

緯をきちっと踏まえた中で、やっぱりネー

ミングというのも考えてほしい。

　特に、ある地域では、これを聞いて、

何たることだということで、委員会の前

に、それはだめだということで上がって

きたんですよ。ということは、それまで

に知らしてないということなんです。ど

こでこれを地元の方に知らしたんですか。

この平仮名でいきますよと。こういう形

で条例をつくりますよと。それをちょっ

とお聞きしたいんですよ。

　先ほど部長も言われましたけど、「我々

は考えたところです」言うて、我々って、

この我々だけなんですかね。その辺のと

ころ、ちょっと聞かせてください。

○柴田委員長　中岡次長。

○中岡生涯学習部次長　１月１２日に三

宅小の開放委員会に寄せてもらったとき

に、みやけスポーツセンターという名称

ということは申したんですが、そのとき

に漢字か平仮名とかいうようなイメージ

でお話してなかったです。実はね。それ

はもうそのとおりですわ。そこで少し詳

しく説明しておけばよかったかなという

ふうに反省しております。

○柴田委員長　森内委員。

○森内委員　多くは申し上げません。と

にかく、私はやっぱり地元の意向。

　例えば、味舌にしても、あの味舌小学

校１００数十年の伝統があって、味舌の

今の小学校のある建物のところが、味舌

の昔の役場があったとこなんですよ。あ

れが本当の味舌の原点だと。地域として、

その地域が発展してきた中には、小学校

のこの役割というのは大きなもんなんで

すよ。この摂津の歴史、文化、それから

伝統というものの根源なんですよ。その

やっぱり名前を残してあげるというのが

我々の役目だと思うんですよね。

　これが例えば建てかえで施設がなくなっ

てしまったというんであれば、これは仕

方ない話なんですけども、やはり開放委

員会だけじゃなしに、地域の皆さんに、

こういう形で、この二つ漢字で残すべき

か平仮名で残すべきか、これはやっぱり

問うべきだったと思うんですけども、そ

の辺のところ、ちょっとお聞かせくださ

い。

○柴田委員長　再度、それでは開放委員

会の中で、もう少し具体的に問うておく
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べき必要があったんじゃないかというこ

とを含めた質問ですが。

　中岡次長。

○中岡生涯学習部次長　地元に、そういっ

た名称について聞いた方がよかったんじゃ

ないかというふうなご趣旨だと思います。

そういう点でありましたら、地元に名称

とか、そういったこの条例のつくり方と

か、説明会の中でのやりとりにこの名称

まで踏み込めなかったというか、議論に

ならなかったというところが正直なとこ

ろでございます。

○柴田委員長　森内委員。

○森内委員　もう最後にしますけれども、

とにかく、ほかの条例をつくるときと経

緯が違うんですよ。やはり地元の皆さん

を、納得していただいて、この統合がよ

りよきものであって、統合して、「ああ

摂津の教育はよくなったな」と、「やっ

ぱり地元もよくなったな」と。こういう

施設が、今回はスポーツセンターとして

運営していくんですから、「やっていた

だいてよかったな」と、「統合してよかっ

たな」という声もなかったら、これは失

敗なんですよ。そのためには、やはり地

元の意向というのが大事だと思うんよ。

　例えば、自治会、この辺の意向が全然

入ってないんですよ。一方的に、私から

言えばですよ、一方的に、「読みやすい

から平仮名にしました」というんでは通

らないと思うわけです。

　ですから、私、これ条例としてはね、

内容的にはこれでいいです。しかし、やっ

ぱり漢字に戻すいうたらおかしいけど、

漢字にしていただきたいということを、

私ね、条例の修正案を出させていただき

たいと思いますんで、その辺のところは、

また委員長を挟んで取り計らいをお願い

しまして、質問を終わります。

○柴田委員長　ほかに、この条例につい

てご質問ありませんか。

　森西委員。

○森西委員　今、川口委員、森内委員か

ら多くの質問があったと思うんですけれ

ども、まずは、先ほど奥田部長の方から

お話がありましたけれども、味舌体育館

というのが現実にありまして、この条例

が可決をされるとことを前提として話を

させていただきます。

　味舌スポーツセンターと味舌体育館と

いうようになりますと、市民からすると

混乱をするという部分があろうかと思う

んです。これから、市民体育館も閉館を

するというような流れになってまいりま

すので、この際、今後の課題なんですけ

れども、まず市民体育館をどうしていく

のか。摂津市全体の施設のスポーツ施設、

センター、体育館等の名称をどうしてい

くかという部分を、今後の課題で検討を

していただきたいということで、これは

要望といいますか、意見をさせていただ

きたいというふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。

○柴田委員長　ほかは、質問はありませ

んか。

　（「なし」と呼ぶ者あり）

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時　　　休憩）

（午後２時３分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　ただいま議案第２３号に対し、森内委

員からお手元に配付しております修正案

が提出されました。

　提出者から、修正案について説明をお

願いします。

　森内委員。

○森内委員　大変皆さんにご迷惑をおか

けいたしますけれども、先ほど委員長が

言われましたように、議案第２３号、摂
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津市立スポーツセンター条例に対する修

正案をお出ししたいと思います。

　上記の修正案を次のとおり会議規則第

９４条の規定により提出をいたしたいと

思います。

　まず、提出の理由といたしましては、

今回のスポーツセンター、ました、みや

けスポーツセンター、両校のスポーツセ

ンターなんですけども、やはり地域の歴

史、伝統、文化をかんがみ、平仮名表現

よりも漢字で表現する方が好ましいと考

えまして、修正案を提出いたします。

　「摂津市立ましたスポーツセンター」、

「摂津市立みやけスポーツセンター」の

平仮名部分を、「摂津市立味舌スポーツ

センター」、「摂津市立三宅スポーツセ

ンター」と漢字に改めるものであります。

　以上、よろしくご審議をお願いいたし

ます。

○柴田委員長　ただいま森内委員の方か

ら修正案についての説明を聞きましたが、

質問があれば受けたいと思います。

　ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　以上で修正案に対する質

疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後２時　５分　休憩）

（午後２時１２分　再開）

○柴田委員長　それでは、再開します。

　討論に入ります。

　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　討論なしと認め、採決を

したいと思います。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第１０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田委員長　全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。

　議案第２３号を採決いたします。

　まず、議案第２３号に対する森内委員

から提出された修正案について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田委員長　全員賛成。よって、本修

正案は可決すべきものと決定しました。

　次に、ただいま修正議決した部分を除

く原案について、可決することに賛成の

方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田委員長　全員賛成。よって、修正

議決した部分を除く原案について、可決

すべきものと決定しました。

　以上で、本委員会を閉会いたします。

（午後２時１３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

文教常任委員長 柴 田 繁 勝

文教常任委員  川 端 福 江
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